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年

譜



─ ─

年（明治 年） 財団法人上智学院設立。

年（大正 年） 専門学校令による上智大学開設。

年（昭和 年） 大学令による上智大学開設。

年（昭和 年） 新制大学院神学研究科（神学専攻），哲学研究科（哲学専攻），西洋文化研究科（西洋文化専

攻），経済学研究科（経済学専攻）の修士課程を開設。

年（昭和 年） 神学研究科（組織神学専攻），哲学研究科（哲学専攻），西洋文化研究科（英米文学専攻及びドイ

ツ文学専攻），経済学研究科（経済制度・組織専攻）の博士課程を開設。

年（昭和 年） 文学研究科（教育学専攻），法学研究科（法律学専攻），理工学研究科（機械工学専攻，電気・電

子工学専攻，応用化学専攻，化学専攻及び物理学専攻）の修士課程を開設。

西洋文化研究科（西洋文化専攻）の修士課程を文学研究科（史学専攻，英米文学専攻及びドイツ

文学専攻）の修士課程に改組。

西洋文化研究科（英米文学専攻及びドイツ文学専攻）の博士課程を文学研究科（英米文学専攻及

びドイツ文学専攻）の博士課程に改組

年（昭和 年） 文学研究科に教育学専攻及び日本史学専攻の博士課程を増設。

文学研究科に国文学専攻及びフランス文学専攻の修士課程を増設。

法学研究科（法律学専攻）及び理工学研究科（機械工学専攻，電気・電子工学専攻，応用化学専

攻，化学専攻及び物理学専攻）の博士課程を開設。

年（昭和 年） 理工学研究科に数学専攻の修士課程を増設。

年（昭和 年） 文学研究科に国文学専攻の博士課程を増設。

外国語学研究科（言語学専攻）の修士課程を開設。

年（昭和 年） 文学研究科にフランス文学専攻及び史学専攻（日本史学専攻を改組）の博士課程を増設。

文学研究科に新聞学専攻の修士課程を，外国語学研究科に国際関係論専攻の修士課程を増設。

年（昭和 年） 文学研究科に社会学専攻の修士課程を，理工学研究科に数学専攻の博士課程を増設。

年（昭和 年） 外国語学研究科に言語学専攻及び国際関係論専攻の博士課程を開設。

年（昭和 年） 文学研究科に新聞学専攻及び社会学専攻の博士課程を増設。

年（昭和 年） 大学院学則を改正し，博士前期，後期課程に変更。

年（昭和 年） 理工学研究科に生物科学専攻の修士課程を増設。

年（昭和 年） 外国語学研究科に比較文化専攻の修士課程を増設。

年（昭和 年） 理工学研究科に生物科学専攻の博士後期課程を増設。

年（平成 年） 文学研究科に心理学専攻の修士課程を増設。

年（平成 年） 文学研究科に心理学専攻の博士後期課程を増設。

年（平成 年） 外国語学研究科に地域研究専攻の博士課程（前期・後期）を増設。

年（平成 年） 文学研究科心理学専攻博士前期課程に臨床心理学コースを設置。

年（平成 年） 法学研究科に法曹養成専攻（法科大学院）専門職学位課程を増設。

年（平成 年） 文学研究科（教育学専攻，心理学専攻及び社会学専攻）の博士課程（前期・後期）を総合人間科

学研究科（教育学専攻，心理学専攻，社会学専攻及び社会福祉学専攻）の博士課程（前期・後

期）に改組。

地球環境学研究科（地球環境学専攻）の博士課程（前期・後期）を開設。

年（平成 年） 外国語学研究科（国際関係論専攻及び地域研究専攻）の博士課程（前期・後期）をグローバル・

スタディーズ研究科（国際関係論専攻及び地域研究専攻）の博士課程（前期・後期）に改組。

外国語学研究科比較文化専攻博士前期課程をグローバル･スタディーズ研究科グローバル社会専

攻の博士前期課程に改組。

グローバル・スタディーズ研究科にグローバル社会専攻の博士後期課程を増設。

．年 譜

─ ─

年（平成 年） 経済学研究科に経済学専攻の博士後期課程及び経営学専攻の博士課程（前期・後期）を増設。

文学研究科教育学専攻及び社会学専攻の博士前期課程を廃止。

年（平成 年） 理工学研究科（機械工学専攻，電気・電子工学専攻，応用化学専攻，化学専攻，数学専攻，物理

学専攻及び生物科学専攻）の博士課程（前期・後期）を理工学研究科（理工学専攻）の博士課程

（前期・後期）に改組。

文学研究科心理学専攻の博士前期課程を廃止。

外国語学研究科国際関係論専攻及び地域研究専攻の博士前期課程を廃止。

外国語学研究科比較文化専攻を廃止。

年（平成 年） 理工学研究科機械工学専攻，電気・電子工学専攻，物理学専攻，応用化学専攻及び化学専攻の博

士前期課程を廃止。

年（平成 年） 理工学研究科数学専攻博士前期課程を廃止。

年（平成 年） 総合人間科学研究科に看護学専攻の修士課程を増設。

文学研究科に文化交渉学専攻の博士課程（前期・後期）を増設。

理工学研究科生物科学専攻の博士前期課程，応用化学専攻，化学専攻，物理学専攻の博士後期課

程を廃止。

地球環境学研究科地球環境学専攻の博士課程（前期・後期）に国際環境コースを設置。

年（平成 年） 理工学研究科数学専攻の博士後期課程を廃止。

年（平成 年） 外国語学研究科国際関係論専攻の博士後期課程を廃止。理工学研究科電気・電子工学専攻，生物

科学専攻，機械工学専攻の博士後期課程を廃止。

年（平成 年） 文学研究科社会学専攻の博士後期課程の廃止。

年（平成 年） 文学研究科教育学専攻，経済学研究科経済制度・組織専攻，外国語学研究科地域研究専攻の博士

後期課程を廃止。

年（平成 年） 文学研究科に哲学専攻博士課程（前期・後期）を増設。

実践宗教学研究科死生学専攻修士課程を開設。

外国語学研究科を言語科学研究科に名称変更。
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年

譜



─ ─

年（明治 年） 財団法人上智学院設立。

年（大正 年） 専門学校令による上智大学開設。

年（昭和 年） 大学令による上智大学開設。

年（昭和 年） 新制大学院神学研究科（神学専攻），哲学研究科（哲学専攻），西洋文化研究科（西洋文化専

攻），経済学研究科（経済学専攻）の修士課程を開設。

年（昭和 年） 神学研究科（組織神学専攻），哲学研究科（哲学専攻），西洋文化研究科（英米文学専攻及びドイ

ツ文学専攻），経済学研究科（経済制度・組織専攻）の博士課程を開設。

年（昭和 年） 文学研究科（教育学専攻），法学研究科（法律学専攻），理工学研究科（機械工学専攻，電気・電

子工学専攻，応用化学専攻，化学専攻及び物理学専攻）の修士課程を開設。

西洋文化研究科（西洋文化専攻）の修士課程を文学研究科（史学専攻，英米文学専攻及びドイツ

文学専攻）の修士課程に改組。

西洋文化研究科（英米文学専攻及びドイツ文学専攻）の博士課程を文学研究科（英米文学専攻及

びドイツ文学専攻）の博士課程に改組

年（昭和 年） 文学研究科に教育学専攻及び日本史学専攻の博士課程を増設。

文学研究科に国文学専攻及びフランス文学専攻の修士課程を増設。

法学研究科（法律学専攻）及び理工学研究科（機械工学専攻，電気・電子工学専攻，応用化学専

攻，化学専攻及び物理学専攻）の博士課程を開設。

年（昭和 年） 理工学研究科に数学専攻の修士課程を増設。

年（昭和 年） 文学研究科に国文学専攻の博士課程を増設。

外国語学研究科（言語学専攻）の修士課程を開設。

年（昭和 年） 文学研究科にフランス文学専攻及び史学専攻（日本史学専攻を改組）の博士課程を増設。

文学研究科に新聞学専攻の修士課程を，外国語学研究科に国際関係論専攻の修士課程を増設。

年（昭和 年） 文学研究科に社会学専攻の修士課程を，理工学研究科に数学専攻の博士課程を増設。

年（昭和 年） 外国語学研究科に言語学専攻及び国際関係論専攻の博士課程を開設。

年（昭和 年） 文学研究科に新聞学専攻及び社会学専攻の博士課程を増設。

年（昭和 年） 大学院学則を改正し，博士前期，後期課程に変更。

年（昭和 年） 理工学研究科に生物科学専攻の修士課程を増設。

年（昭和 年） 外国語学研究科に比較文化専攻の修士課程を増設。

年（昭和 年） 理工学研究科に生物科学専攻の博士後期課程を増設。

年（平成 年） 文学研究科に心理学専攻の修士課程を増設。

年（平成 年） 文学研究科に心理学専攻の博士後期課程を増設。

年（平成 年） 外国語学研究科に地域研究専攻の博士課程（前期・後期）を増設。

年（平成 年） 文学研究科心理学専攻博士前期課程に臨床心理学コースを設置。

年（平成 年） 法学研究科に法曹養成専攻（法科大学院）専門職学位課程を増設。

年（平成 年） 文学研究科（教育学専攻，心理学専攻及び社会学専攻）の博士課程（前期・後期）を総合人間科

学研究科（教育学専攻，心理学専攻，社会学専攻及び社会福祉学専攻）の博士課程（前期・後

期）に改組。

地球環境学研究科（地球環境学専攻）の博士課程（前期・後期）を開設。

年（平成 年） 外国語学研究科（国際関係論専攻及び地域研究専攻）の博士課程（前期・後期）をグローバル・

スタディーズ研究科（国際関係論専攻及び地域研究専攻）の博士課程（前期・後期）に改組。

外国語学研究科比較文化専攻博士前期課程をグローバル･スタディーズ研究科グローバル社会専

攻の博士前期課程に改組。

グローバル・スタディーズ研究科にグローバル社会専攻の博士後期課程を増設。

．年 譜

─ ─

年（平成 年） 経済学研究科に経済学専攻の博士後期課程及び経営学専攻の博士課程（前期・後期）を増設。

文学研究科教育学専攻及び社会学専攻の博士前期課程を廃止。

年（平成 年） 理工学研究科（機械工学専攻，電気・電子工学専攻，応用化学専攻，化学専攻，数学専攻，物理

学専攻及び生物科学専攻）の博士課程（前期・後期）を理工学研究科（理工学専攻）の博士課程

（前期・後期）に改組。

文学研究科心理学専攻の博士前期課程を廃止。

外国語学研究科国際関係論専攻及び地域研究専攻の博士前期課程を廃止。

外国語学研究科比較文化専攻を廃止。

年（平成 年） 理工学研究科機械工学専攻，電気・電子工学専攻，物理学専攻，応用化学専攻及び化学専攻の博

士前期課程を廃止。

年（平成 年） 理工学研究科数学専攻博士前期課程を廃止。

年（平成 年） 総合人間科学研究科に看護学専攻の修士課程を増設。

文学研究科に文化交渉学専攻の博士課程（前期・後期）を増設。

理工学研究科生物科学専攻の博士前期課程，応用化学専攻，化学専攻，物理学専攻の博士後期課

程を廃止。

地球環境学研究科地球環境学専攻の博士課程（前期・後期）に国際環境コースを設置。

年（平成 年） 理工学研究科数学専攻の博士後期課程を廃止。

年（平成 年） 外国語学研究科国際関係論専攻の博士後期課程を廃止。理工学研究科電気・電子工学専攻，生物

科学専攻，機械工学専攻の博士後期課程を廃止。

年（平成 年） 文学研究科社会学専攻の博士後期課程の廃止。

年（平成 年） 文学研究科教育学専攻，経済学研究科経済制度・組織専攻，外国語学研究科地域研究専攻の博士

後期課程を廃止。

年（平成 年） 文学研究科に哲学専攻博士課程（前期・後期）を増設。

実践宗教学研究科死生学専攻修士課程を開設。

外国語学研究科を言語科学研究科に名称変更。
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本
学
の
施
設



─ ─

研究所・センター等および事務所関係一覧

電話番号は内線番号です。外線からかける場合は ××××（内線番号）としてください。

キリスト教文化研究所 Ｌ号館－８Ｆ 内線

中世思想研究所 Ｌ号館－８Ｆ

イベロアメリカ研究所 Ｌ号館－６Ｆ

国際言語情報研究所 Ｌ号館－５Ｆ

グローバル・コンサーン研究所 Ｌ号館－７Ｆ

比較文化研究所 １０号館－３Ｆ

ヨーロッパ研究所 Ｌ号館－７Ｆ

アジア文化研究所 Ｌ号館－６Ｆ

アメリカ・カナダ研究所 Ｌ号館－７Ｆ

地球環境研究所 Ｌ号館－４Ｆ

メディア・ジャーナリズム研究所 Ｌ号館－４Ｆ

キリシタン文庫 Ｌ号館－８Ｆ

モニュメンタ・ニポニカ Ｌ号館－２Ｆ

アジア人材養成研究センター ２号館－１６Ｆ

半導体研究所
パワーステーション１

Ｂ１Ｆ

生命倫理研究所
市谷キャンパス

研究棟４Ｆ

グリーフケア研究所 ２号館－１６Ｆ

．本学の施設

─ ─

事務関係 ※電話番号は内線番号です。外線からかける場合は「 ××××（内線番号）」としてください。

学事センター 教務（履修登録，時間割，試験，成績管理， 教

務システム 「 」についての問い合わせ

等），修士論文，委託聴講

２号館－１Ｆ 内線

学籍・証明書（各種証明書，学生証再発行，住

所変更，氏名変更，保証人変更，休学，退学，

復学，博士論文等）

２号館－１Ｆ

学費 ２号館－１Ｆ

課程センター 教職課程，学芸員課程等 ２号館－１Ｆ

入学センター 学部入試（一般入試，推薦入試，編入学試験

等） ２号館－１Ｆ

大学院入試

グローバル教育センター 交換留学の派遣・受入，海外短期語学講座・研

修，国費留学生等
２号館－１Ｆ

学生センター 奨学金

２号館－１Ｆ
課外活動，学生教育研究災害傷害保険，寮・ア

パート，アルバイト，ボランティア・ビューロ

ー，実習定期，託児室，障がい学生支援等

保健センター 健康診断・健康診断証明書・健康についての相

談，応急処置
ホフマン・ホール２Ｆ

カウンセリングセンター 学生生活に関する相談・リーフレットの配布 号館－３Ｆ

キャリアセンター 就職・インターンに関する情報提供，相談 ２号館－１Ｆ

図書館 閲覧・貸出
Ｌ号館－１Ｆ

レファレンス

総合メディアセンター コンピュータ利用， ，メール，ネッ

トワーク等の利用相談，各種申請

の「利用ガイド」を参照

２号館－３Ｆ

管財グループ 号館 階 物品貸出，遺失物，会議室の申込，セミナーハ

ウス，ヒュッテの申込等 ２号館－１Ｆ

清掃，廃棄物処理等

管財グループ 号館 階 施設管理，防犯防災等 ２号館－４Ｆ

資金グループ 出納 号館－４Ｆ

カトリックセンター ミサ，聖書講座，講演会などキリスト教に関す

るさまざまな活動及び相談
２号館－１Ｆ

石神井キャンパス 石神井分館（神学部図書館）業務，その他

そ の 他

正門守衛所 正門前

紀伊國屋書店 書籍等の販売 ２号館－Ｂ１Ｆ

パティネ・スポーツ スポーツ・ウエア等の販売 ２号館－Ｂ１Ｆ
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─ ─

研究所・センター等および事務所関係一覧

電話番号は内線番号です。外線からかける場合は ××××（内線番号）としてください。

キリスト教文化研究所 Ｌ号館－８Ｆ 内線

中世思想研究所 Ｌ号館－８Ｆ

イベロアメリカ研究所 Ｌ号館－６Ｆ

国際言語情報研究所 Ｌ号館－５Ｆ

グローバル・コンサーン研究所 Ｌ号館－７Ｆ

比較文化研究所 １０号館－３Ｆ

ヨーロッパ研究所 Ｌ号館－７Ｆ

アジア文化研究所 Ｌ号館－６Ｆ

アメリカ・カナダ研究所 Ｌ号館－７Ｆ

地球環境研究所 Ｌ号館－４Ｆ

メディア・ジャーナリズム研究所 Ｌ号館－４Ｆ

キリシタン文庫 Ｌ号館－８Ｆ

モニュメンタ・ニポニカ Ｌ号館－２Ｆ

アジア人材養成研究センター ２号館－１６Ｆ

半導体研究所
パワーステーション１

Ｂ１Ｆ

生命倫理研究所
市谷キャンパス

研究棟４Ｆ

グリーフケア研究所 ２号館－１６Ｆ

．本学の施設

─ ─

事務関係 ※電話番号は内線番号です。外線からかける場合は「 ××××（内線番号）」としてください。

学事センター 教務（履修登録，時間割，試験，成績管理， 教

務システム 「 」についての問い合わせ

等），修士論文，委託聴講

２号館－１Ｆ 内線

学籍・証明書（各種証明書，学生証再発行，住

所変更，氏名変更，保証人変更，休学，退学，

復学，博士論文等）

２号館－１Ｆ

学費 ２号館－１Ｆ

課程センター 教職課程，学芸員課程等 ２号館－１Ｆ

入学センター 学部入試（一般入試，推薦入試，編入学試験

等） ２号館－１Ｆ

大学院入試

グローバル教育センター 交換留学の派遣・受入，海外短期語学講座・研

修，国費留学生等
２号館－１Ｆ

学生センター 奨学金

２号館－１Ｆ
課外活動，学生教育研究災害傷害保険，寮・ア

パート，アルバイト，ボランティア・ビューロ

ー，実習定期，託児室，障がい学生支援等

保健センター 健康診断・健康診断証明書・健康についての相

談，応急処置
ホフマン・ホール２Ｆ

カウンセリングセンター 学生生活に関する相談・リーフレットの配布 号館－３Ｆ

キャリアセンター 就職・インターンに関する情報提供，相談 ２号館－１Ｆ

図書館 閲覧・貸出
Ｌ号館－１Ｆ

レファレンス

総合メディアセンター コンピュータ利用， ，メール，ネッ

トワーク等の利用相談，各種申請

の「利用ガイド」を参照

２号館－３Ｆ

管財グループ 号館 階 物品貸出，遺失物，会議室の申込，セミナーハ

ウス，ヒュッテの申込等 ２号館－１Ｆ

清掃，廃棄物処理等

管財グループ 号館 階 施設管理，防犯防災等 ２号館－４Ｆ

資金グループ 出納 号館－４Ｆ

カトリックセンター ミサ，聖書講座，講演会などキリスト教に関す

るさまざまな活動及び相談
２号館－１Ｆ

石神井キャンパス 石神井分館（神学部図書館）業務，その他

そ の 他

正門守衛所 正門前

紀伊國屋書店 書籍等の販売 ２号館－Ｂ１Ｆ

パティネ・スポーツ スポーツ・ウエア等の販売 ２号館－Ｂ１Ｆ
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─ 311 ─ 

目白聖母キャンパス 
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─ 311 ─ 

目白聖母キャンパス 
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 四谷キャンパス 

 

掲示板（2号館１階） 

 

 

 

 

 

 

─ 313 ─ 

１・３・４・８・９号館 
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 四谷キャンパス 

 

掲示板（2号館１階） 

 

 

 

 

 

 

─ 313 ─ 

１・３・４・８・９号館 
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２号館 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

         

 

 

 

 

 

─ 315 ─ 

中央図書館・総合研究棟（Ｌ号館） 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

１０号館 
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２号館 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

         

 

 

 

 

 

─ 315 ─ 

中央図書館・総合研究棟（Ｌ号館） 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

１０号館 
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１１号館・上智紀尾井坂ビル 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

─ 317 ─ 

１１号館 
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１１号館・上智紀尾井坂ビル 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

─ 317 ─ 

１１号館 
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１２号館 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

─ 319 ─ 

クルップホール・マシンホール 
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１２号館 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

─ 319 ─ 

クルップホール・マシンホール 
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─ 320 ─ 

中央図書館・総合研究棟 

９Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，大型本，ピーター・ミルワードコレクション），閲覧席 

上智大学史資料室，会議室 

８Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，研究所所蔵図書），閲覧席 

中世思想研究所，キリスト教文化研究所，キリシタン文庫，会議室，研究個室 

７Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，和装本，EU情報センター資料，研究所所蔵図書），閲覧

席 

フランス文学研究室，フランス語研究室，アメリカ・カナダ研究所，グローバル・コン

サーン研究所，哲学研究室，英米文学研究室，英語研究室，ヨーロッパ研究所，EU情

報センター，神学研究科研究室，研究個室 

６Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，研究所所蔵図書），閲覧席 

イベロアメリカ研究所，国文学研究室，教育学研究室，グローバル社会専攻研究室，ド

イツ文学研究室，アジア文化研究所，大学院地球環境学研究室，会議室 

５Ｆ 中央書庫（専門・研究図書），閲覧席 

社会学研究室，社会福祉研究室，言語学研究室，国際言語情報研究所，史学研究室，経

済学研究室，看護学専攻院生用研究室，複写サービス室，会議室，研究個室，スタッフ

用印刷室 

４Ｆ 中央書庫（専門・研究図書）， 閲覧席 

法学研究室，国際関係論研究室, ロシア語研究室，新聞学研究室，文化交渉学研究室，

看護学研究室，地球環境研究所，地域研究専攻研究室，新カトリック大事典編纂事務

局，会議室，研究個室 

３Ｆ 雑誌書庫（人文・社会系雑誌バックナンバー），新聞書庫（新聞バックナンバー），大

学紀要，閲覧席，共同研究室 

地球環境学研究科研究室，研究個室，職員ラウンジ 

２Ｆ 専門・研究図書（理工系），雑誌書庫（理工系雑誌バックナンバー），理工系新着雑

誌，レファレンス資料（理工系），閲覧席，コンピュータールーム L1・L2，OPAC コ

ーナー 

図書館事務室（館長室），モニュメンタ・ニポニカ  

１Ｆ OPACコーナー，カード目録，レファレンス資料（人文・社会系），新着図書展示書

架，人文・社会系新着雑誌，新聞コーナー，閲覧席，貸出カウンター，レファレンスカ

ウンター，AVコーナー，展示コーナー 

図書館事務室（総務・雑誌・選書・図書・レファレンス・閲覧） 

Ｂ１ 学部学生用図書，閲覧席，ラーニング・コモンズ，グループ学習室，学生ラウンジ，拡

大読書機室 

Ｂ２ 学部学生用図書，閲覧席 

図書館事務室（システム室），集密書庫 

 

 

  

─ 321 ─ 

 目白聖母キャンパス教室 

 

１号館 
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中央図書館・総合研究棟 

９Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，大型本，ピーター・ミルワードコレクション），閲覧席 

上智大学史資料室，会議室 

８Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，研究所所蔵図書），閲覧席 

中世思想研究所，キリスト教文化研究所，キリシタン文庫，会議室，研究個室 

７Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，和装本，EU情報センター資料，研究所所蔵図書），閲覧

席 

フランス文学研究室，フランス語研究室，アメリカ・カナダ研究所，グローバル・コン

サーン研究所，哲学研究室，英米文学研究室，英語研究室，ヨーロッパ研究所，EU情

報センター，神学研究科研究室，研究個室 

６Ｆ 中央書庫（専門・研究図書，研究所所蔵図書），閲覧席 

イベロアメリカ研究所，国文学研究室，教育学研究室，グローバル社会専攻研究室，ド

イツ文学研究室，アジア文化研究所，大学院地球環境学研究室，会議室 

５Ｆ 中央書庫（専門・研究図書），閲覧席 

社会学研究室，社会福祉研究室，言語学研究室，国際言語情報研究所，史学研究室，経

済学研究室，看護学専攻院生用研究室，複写サービス室，会議室，研究個室，スタッフ

用印刷室 

４Ｆ 中央書庫（専門・研究図書）， 閲覧席 

法学研究室，国際関係論研究室, ロシア語研究室，新聞学研究室，文化交渉学研究室，

看護学研究室，地球環境研究所，地域研究専攻研究室，新カトリック大事典編纂事務

局，会議室，研究個室 

３Ｆ 雑誌書庫（人文・社会系雑誌バックナンバー），新聞書庫（新聞バックナンバー），大

学紀要，閲覧席，共同研究室 

地球環境学研究科研究室，研究個室，職員ラウンジ 

２Ｆ 専門・研究図書（理工系），雑誌書庫（理工系雑誌バックナンバー），理工系新着雑

誌，レファレンス資料（理工系），閲覧席，コンピュータールーム L1・L2，OPAC コ

ーナー 

図書館事務室（館長室），モニュメンタ・ニポニカ  

１Ｆ OPACコーナー，カード目録，レファレンス資料（人文・社会系），新着図書展示書

架，人文・社会系新着雑誌，新聞コーナー，閲覧席，貸出カウンター，レファレンスカ

ウンター，AVコーナー，展示コーナー 

図書館事務室（総務・雑誌・選書・図書・レファレンス・閲覧） 

Ｂ１ 学部学生用図書，閲覧席，ラーニング・コモンズ，グループ学習室，学生ラウンジ，拡

大読書機室 

Ｂ２ 学部学生用図書，閲覧席 

図書館事務室（システム室），集密書庫 

 

 

  

─ 321 ─ 

 目白聖母キャンパス教室 

 

１号館 
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２号館 

 

 

                       
 
  

─ 323 ─ 

 市谷キャンパス教室 

 

本館 
          <1 階> 

 
 
 
          <2 階> 

 
 
 
研究棟 
          <1 階> 
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２号館 

 

 

                       
 
  

─ 323 ─ 

 市谷キャンパス教室 

 

本館 
          <1 階> 

 
 
 
          <2 階> 

 
 
 
研究棟 
          <1 階> 
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資 料
 

   



─ 324 ─ 

 

 

   
 

資 料
 

   15	

資

料



─ ─

： 号館

： 号館

： 号館

： 号館

： 号館

： 号館

： 号館

紀 ：上智紀尾井坂ビル

Ｌ ：Ｌ号館（中央図書館・総合研究棟）

ＫＨ：クルップホール

Ｍ ：マシンホール

市本：市谷キャンパス本館

市研：市谷キャンパス研究棟

＊外線から電話をかける場合は ××××（内線番号）

としてください。

神学研究科

神学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

教 授 －

講 師 －

教 授 －

原 敬 子 助 教 －

片 山 はるひ 教 授 －

川 中 仁 教 授 －

具 正 謨 教 授 －

小 山 英 之 教 授 －

増 田 祐 志 教 授 －

光 延 一 郎 教 授 －

森 裕 子 准教授 －

佐久間 勤 教 授 －

瀬 本 正 之 教 授 －

竹 内 修 一 教 授 －

月 本 昭 男 特任教授 －

山 中 大 樹 講 師 －

史学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

北 條 勝 貴 准教授 －

井 上 茂 子 教 授 －

川 村 信 三 教 授 －

児 嶋 由 枝 准教授 －

長 田 彰 文 教 授 －

中 澤 克 昭 准教授 －

大 澤 正 昭 教 授 －

坂 野 正 則 准教授 －

笹 川 裕 史 教 授 －

豊 田 浩 志 教 授 －

文学研究科
研究科事務室 － （内線 ）

哲学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

長 町 裕 司 教 授 －

荻 野 弘 之 教 授 －

大 橋 容一郎 教 授 －

佐 藤 直 子 教 授 －

田 中 裕 教 授 －

寺 田 俊 郎 教 授 －

国文学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

福 井 辰 彦 准教授 －

服 部 隆 教 授 －

本 廣 陽 子 准教授 －

長 尾 直 茂 教 授 －

西 澤 美 仁 教 授 －

瀬 間 正 之 教 授 －

豊 島 正 之 教 授 －

教員研究室・専攻事務室一覧

研究室等略号

─ ─

英米文学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

新 井 潤 美 教 授 －

舟 川 一 彦 教 授 －

飯 野 友 幸 教 授 －

池 田 真 教 授 －

増 井 志津代 教 授 －

松 本 朗 教 授 －

永 富 友 海 教 授 －

大 塚 寿 郎 教 授 －

西 能 史 准教授 －

フランス文学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

福 田 耕 介 教 授 －

DESPREZ Michaël 准教授 －

永 井 敦 子 教 授 －

小 倉 博 孝 教 授 －

准教授 －

澤 田 肇 教 授 －

吉 村 和 明 教 授 －

文化交渉学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

小 林 幸 夫 教 授 －

三 輪 玲 子 教 授 －

山 内 弘 一 教 授 －

准教授 －

准教授 －

実践宗教学研究科

死生学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

島 薗 進 教 授 未定

伊 藤 高 章 教 授 －

髙 山 貞 美 教 授 －

山 岡 三 治 教 授 －

浅 見 昇 吾 教 授 －

武 田 なほみ 准教授 －

伊 達 聖 伸 准教授 －

ドイツ文学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

北 島 玲 子 教 授 －

中 村 朝 子 教 授 －

佐 藤 朋 之 教 授 －

髙 橋 明 彦 教 授 －

准教授 －

中 井 真 之 准教授 －

新聞学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

阿 部 る り 准教授 －

碓 井 広 義 教 授 －

小此木 絜 教 授 －

音 好 宏 教 授 －

柴 野 京 子 准教授 －

鈴 木 雄 雅 教 授 －

田 島 泰 彦 教 授 －

水 島 宏 明 教 授 未定

渡 辺 久 哲 教 授 －
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： 号館

： 号館

： 号館

： 号館

： 号館

： 号館

： 号館

紀 ：上智紀尾井坂ビル

Ｌ ：Ｌ号館（中央図書館・総合研究棟）

ＫＨ：クルップホール

Ｍ ：マシンホール

市本：市谷キャンパス本館

市研：市谷キャンパス研究棟

＊外線から電話をかける場合は ××××（内線番号）

としてください。

神学研究科

神学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

教 授 －

講 師 －

教 授 －

原 敬 子 助 教 －

片 山 はるひ 教 授 －

川 中 仁 教 授 －

具 正 謨 教 授 －

小 山 英 之 教 授 －

増 田 祐 志 教 授 －

光 延 一 郎 教 授 －

森 裕 子 准教授 －

佐久間 勤 教 授 －

瀬 本 正 之 教 授 －

竹 内 修 一 教 授 －

月 本 昭 男 特任教授 －

山 中 大 樹 講 師 －

史学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

北 條 勝 貴 准教授 －

井 上 茂 子 教 授 －

川 村 信 三 教 授 －

児 嶋 由 枝 准教授 －

長 田 彰 文 教 授 －

中 澤 克 昭 准教授 －

大 澤 正 昭 教 授 －

坂 野 正 則 准教授 －

笹 川 裕 史 教 授 －

豊 田 浩 志 教 授 －

文学研究科
研究科事務室 － （内線 ）

哲学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

長 町 裕 司 教 授 －

荻 野 弘 之 教 授 －

大 橋 容一郎 教 授 －

佐 藤 直 子 教 授 －

田 中 裕 教 授 －

寺 田 俊 郎 教 授 －

国文学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

福 井 辰 彦 准教授 －

服 部 隆 教 授 －

本 廣 陽 子 准教授 －

長 尾 直 茂 教 授 －

西 澤 美 仁 教 授 －

瀬 間 正 之 教 授 －

豊 島 正 之 教 授 －

教員研究室・専攻事務室一覧

研究室等略号

─ ─

英米文学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

新 井 潤 美 教 授 －

舟 川 一 彦 教 授 －

飯 野 友 幸 教 授 －

池 田 真 教 授 －

増 井 志津代 教 授 －

松 本 朗 教 授 －

永 富 友 海 教 授 －

大 塚 寿 郎 教 授 －

西 能 史 准教授 －

フランス文学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

福 田 耕 介 教 授 －

DESPREZ Michaël 准教授 －

永 井 敦 子 教 授 －

小 倉 博 孝 教 授 －

准教授 －

澤 田 肇 教 授 －

吉 村 和 明 教 授 －

文化交渉学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

小 林 幸 夫 教 授 －

三 輪 玲 子 教 授 －

山 内 弘 一 教 授 －

准教授 －

准教授 －

実践宗教学研究科

死生学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

島 薗 進 教 授 未定

伊 藤 高 章 教 授 －

髙 山 貞 美 教 授 －

山 岡 三 治 教 授 －

浅 見 昇 吾 教 授 －

武 田 なほみ 准教授 －

伊 達 聖 伸 准教授 －

ドイツ文学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

北 島 玲 子 教 授 －

中 村 朝 子 教 授 －

佐 藤 朋 之 教 授 －

髙 橋 明 彦 教 授 －

准教授 －

中 井 真 之 准教授 －

新聞学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

阿 部 る り 准教授 －

碓 井 広 義 教 授 －

小此木 絜 教 授 －

音 好 宏 教 授 －

柴 野 京 子 准教授 －

鈴 木 雄 雅 教 授 －

田 島 泰 彦 教 授 －

水 島 宏 明 教 授 未定

渡 辺 久 哲 教 授 －
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─ 328 ─ 

総合人間科学研究科 
研究科事務室 2 － 1430a （内線 4434） 

教育学専攻 
専攻事務室 2 － 1430a （内線 3650） 

氏     名 職名 研究室 

髙 祖 敏 明 教 授 2 － 1417 

加 藤 守 通 教 授 2 － 1416 

奈 須 正 裕 教 授 2 － 1422 

杉 村 美 紀 教 授 2 － 1420 

小 松 太 郎 教 授 2 － 1421 

湯 川 嘉津美 教 授 2 － 1419 

田 中 治 彦 教 授 2 － 1418 

酒 井   朗 教 授 2 － 1528 

 

 

 

 

社会学専攻 
専攻事務室 2 － 1430a （内線 3549） 

氏     名 職名 研究室 

藤 村 正 之 教 授 2－ 1424 

芳 賀   学 教 授 2 － 1401 

植 田 今日子 准教授 2 － 1425 

渡 辺   深 教 授 2 － 1404 

吉 野 耕 作 教 授 2 － 1403 

田 渕 六 郎 教 授 2 － 1402 

竹ノ下 弘 久 教 授 2 － 1427 

猿 谷 弘 江 助 教 2 － 1426 

 

 

 

 

看護学専攻 
専攻事務室 2 － 1430a （内線 3278） 

氏     名 職名 研究室 

石 川 ふみよ 教 授 2 － 1623 

小長谷 百 絵 教 授 2 － 1601 

草 柳 浩 子 教 授 2 － 1628 

西 山 悦 子  教 授 2 － 1627 

島 田 真理恵 教 授 2 － 1624 

塚 本 尚 子 教 授 2 － 1602 

小 高 恵 実 准教授 2 － 1626 

武 井 弥 生 准教授 2 － 1629 

渡 邊 知 映 准教授 2 － 1621 

礒 山 あけみ 准教授 2 － 1622 

 

 

 

心理学専攻 
専攻事務室 9 － 551B （内線 3811） 

氏     名 職名 研究室 

藤 山 直 樹 教 授 3 － 542A 

樋 口 匡 貴 准教授 3 － 541B 

廣 瀬 英 子 教 授 3 － 540A 

久 田   満 教 授 3 － 539 

黒 川 由紀子 教 授 3 － 541A 

道 又   爾 教 授 3 － 538A 

毛 利 伊 吹 准教授 3 － 538B 

荻 野 美佐子 教 授 3 － 544 

岡 田   隆 教 授 3 － 542B 

横 山 恭 子 教 授 3 － 543 

吉 村   聡 准教授 3 － 540B 

 

 

 

 

社会福祉学専攻 
専攻事務室 2 － 1430a （内線 3849） 

氏     名 職名 研究室 

藤 井 達 也 教 授 2 － 1513 

伊 藤 冨士江 教 授 2 － 1508 

藤 井 賢一郎 准教授 2 － 1510 

岡   知 史 教 授 2 － 1504 

大 塚   晃 教 授 2 － 1512 

髙 山 惠理子 准教授 2 － 1503 

栃 本 一三郎 教 授 2 － 1509 

道 念 由 紀 助 教 2 － 1507 
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法学研究科 

法律学専攻 
専攻事務室 2 － 1230a （内線 3231） 

氏     名 職名 研究室 

甘 利 公 人 教 授 2 － 1216 

安 西 明 子 教 授 2 － 1208 

筑 紫 圭 一 准教授 2 － 1303 

出 口 耕 自 教 授 2 － 1413 

江 藤 淳 一 教 授 2 － 1328 

江 藤 祥 平 准教授 7 － 1209 

羽 生 香 織 准教授 2 － 1307 

原     強 教 授 2 － 1318 

堀 口 健 夫 教 授 2 － 1324 

伊 藤 栄 寿 准教授 2 － 1314 

伊 藤   渉 教 授 2 － 1310 

伊 藤 雄 司 教 授 2 － 1301 

岩 田   太 教 授 2 － 1414 

兼 原 敦 子 教 授 2 － 1219 

加 藤 浩 三 教 授 2 － 1302 

川 瀬 剛 志 教 授 2 － 1326 

北 村 喜 宣 教 授 2 － 1214 

古 城   誠 教 授 2 － 1224 

駒 田 泰 土 教 授 2 － 1409 

小 山 泰 史 教 授 2 － 1316 

楠   茂 樹 教 授 2 － 1207 

桑 原 勇 進 教 授 2 － 1223 

松 井 智 予 教 授 2 － 1323 

松 本 尚 子 教 授 2 － 1410 

 

 

 

 

氏     名 職名 研究室 

三 浦 ま り 教 授 2 － 1308 

三 好 幹 夫 教 授 2 － 1212 

森 下 哲 朗 教 授 2 － 1202 

長 沼 範 良 教 授 2 － 1317 

永 野 仁 美 准教授 2 － 1407 

小 幡 純 子 教 授 2 － 1210 

越 智 敏 裕 教 授 2 － 1325 

岡 部 みどり 教 授 2 － 1217 

奥 田 純一郎 教 授 2 － 1412 

奥 冨   晃 教 授 2 － 1329 

大和田 滝 惠 教 授 2 － 1319 

佐 藤 岩 昭 教 授 2 － 1220 

佐 藤 結 美 准教授 2 － 1327 

田 頭 章 一 教 授 2 － 1320 

滝 澤   正 教 授 2 － 1201 

照 沼 亮 介 教 授 2 － 1312 

富 永 晃 一 准教授 2 － 1304 

梅 村   悠 准教授 2 － 1311 

矢 島 基 美 教 授 2 － 1222 
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─ 328 ─ 

総合人間科学研究科 
研究科事務室 2 － 1430a （内線 4434） 

教育学専攻 
専攻事務室 2 － 1430a （内線 3650） 

氏     名 職名 研究室 

髙 祖 敏 明 教 授 2 － 1417 

加 藤 守 通 教 授 2 － 1416 

奈 須 正 裕 教 授 2 － 1422 

杉 村 美 紀 教 授 2 － 1420 

小 松 太 郎 教 授 2 － 1421 

湯 川 嘉津美 教 授 2 － 1419 

田 中 治 彦 教 授 2 － 1418 

酒 井   朗 教 授 2 － 1528 

 

 

 

 

社会学専攻 
専攻事務室 2 － 1430a （内線 3549） 

氏     名 職名 研究室 

藤 村 正 之 教 授 2－ 1424 

芳 賀   学 教 授 2 － 1401 

植 田 今日子 准教授 2 － 1425 

渡 辺   深 教 授 2 － 1404 

吉 野 耕 作 教 授 2 － 1403 

田 渕 六 郎 教 授 2 － 1402 

竹ノ下 弘 久 教 授 2 － 1427 

猿 谷 弘 江 助 教 2 － 1426 

 

 

 

 

看護学専攻 
専攻事務室 2 － 1430a （内線 3278） 

氏     名 職名 研究室 

石 川 ふみよ 教 授 2 － 1623 

小長谷 百 絵 教 授 2 － 1601 

草 柳 浩 子 教 授 2 － 1628 

西 山 悦 子  教 授 2 － 1627 

島 田 真理恵 教 授 2 － 1624 

塚 本 尚 子 教 授 2 － 1602 

小 高 恵 実 准教授 2 － 1626 

武 井 弥 生 准教授 2 － 1629 

渡 邊 知 映 准教授 2 － 1621 

礒 山 あけみ 准教授 2 － 1622 

 

 

 

心理学専攻 
専攻事務室 9 － 551B （内線 3811） 

氏     名 職名 研究室 

藤 山 直 樹 教 授 3 － 542A 

樋 口 匡 貴 准教授 3 － 541B 

廣 瀬 英 子 教 授 3 － 540A 

久 田   満 教 授 3 － 539 

黒 川 由紀子 教 授 3 － 541A 

道 又   爾 教 授 3 － 538A 

毛 利 伊 吹 准教授 3 － 538B 

荻 野 美佐子 教 授 3 － 544 

岡 田   隆 教 授 3 － 542B 

横 山 恭 子 教 授 3 － 543 

吉 村   聡 准教授 3 － 540B 

 

 

 

 

社会福祉学専攻 
専攻事務室 2 － 1430a （内線 3849） 

氏     名 職名 研究室 

藤 井 達 也 教 授 2 － 1513 

伊 藤 冨士江 教 授 2 － 1508 

藤 井 賢一郎 准教授 2 － 1510 

岡   知 史 教 授 2 － 1504 

大 塚   晃 教 授 2 － 1512 

髙 山 惠理子 准教授 2 － 1503 

栃 本 一三郎 教 授 2 － 1509 

道 念 由 紀 助 教 2 － 1507 
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法学研究科 

法律学専攻 
専攻事務室 2 － 1230a （内線 3231） 

氏     名 職名 研究室 

甘 利 公 人 教 授 2 － 1216 

安 西 明 子 教 授 2 － 1208 

筑 紫 圭 一 准教授 2 － 1303 

出 口 耕 自 教 授 2 － 1413 

江 藤 淳 一 教 授 2 － 1328 

江 藤 祥 平 准教授 7 － 1209 

羽 生 香 織 准教授 2 － 1307 

原     強 教 授 2 － 1318 

堀 口 健 夫 教 授 2 － 1324 

伊 藤 栄 寿 准教授 2 － 1314 

伊 藤   渉 教 授 2 － 1310 

伊 藤 雄 司 教 授 2 － 1301 

岩 田   太 教 授 2 － 1414 

兼 原 敦 子 教 授 2 － 1219 

加 藤 浩 三 教 授 2 － 1302 

川 瀬 剛 志 教 授 2 － 1326 

北 村 喜 宣 教 授 2 － 1214 

古 城   誠 教 授 2 － 1224 

駒 田 泰 土 教 授 2 － 1409 

小 山 泰 史 教 授 2 － 1316 

楠   茂 樹 教 授 2 － 1207 

桑 原 勇 進 教 授 2 － 1223 

松 井 智 予 教 授 2 － 1323 

松 本 尚 子 教 授 2 － 1410 

 

 

 

 

氏     名 職名 研究室 

三 浦 ま り 教 授 2 － 1308 

三 好 幹 夫 教 授 2 － 1212 

森 下 哲 朗 教 授 2 － 1202 

長 沼 範 良 教 授 2 － 1317 

永 野 仁 美 准教授 2 － 1407 

小 幡 純 子 教 授 2 － 1210 

越 智 敏 裕 教 授 2 － 1325 

岡 部 みどり 教 授 2 － 1217 

奥 田 純一郎 教 授 2 － 1412 

奥 冨   晃 教 授 2 － 1329 

大和田 滝 惠 教 授 2 － 1319 

佐 藤 岩 昭 教 授 2 － 1220 

佐 藤 結 美 准教授 2 － 1327 

田 頭 章 一 教 授 2 － 1320 

滝 澤   正 教 授 2 － 1201 

照 沼 亮 介 教 授 2 － 1312 

富 永 晃 一 准教授 2 － 1304 

梅 村   悠 准教授 2 － 1311 

矢 島 基 美 教 授 2 － 1222 
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─ ─

経済学研究科

経済学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

青 木 研 教 授 －

出 島 敬 久 教 授 －

濵 野 正 樹 助 教 －

堀 江 哲 也 准教授 －

釜 賀 浩 平 准教授 －

川 西 諭 教 授 －

近 藤 広 紀 教 授 －

倉 田 正 充 助 教 －

來 島 愛 子 准教授 －

南 橋 尚 明 准教授 －

中 里 透 准教授 －

竹 田 陽 介 教 授 －

竹 内 明 香 准教授 －

蓬 田 守 弘 教 授 －

経営学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

網 倉 久 永 教 授 －

新 井 範 子 教 授 －

細 萱 伸 子 准教授 －

石 井 昌 宏 教 授 －

小 林 順 治 教 授 －

小 阪 玄次郎 准教授 －

上 妻 義 直 教 授 －

西 澤 茂 教 授 －

杉 本 徹 雄 教 授 －

杉 谷 陽 子 准教授 －

竹之内 秀 行 教 授 －

山 田 幸 三 教 授 －

王 志 准教授 －

言語科学研究科

言語学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

秋 山 真 一 准教授 －

教 授 －

教 授 －

é 教 授 －

教 授 －

福 井 直 樹 教 授 －

福 崎 裕 子 教 授 －

原 惠 子 准教授 －

原 求 作 教 授 －

原 田 早 苗 教 授 －

市之瀬 敦 教 授 －

井 上 幸 義 教 授 －

和 泉 伸 一 教 授 －

加 藤 孝 臣 准教授 －

北 原 真 冬 教 授 －

小 柳 かおる 教 授 －

教 授 －

峯 布由紀 准教授 －

氏 名 職名 研究室

水 林 章 教 授 －

本 橋 辰 至 准教授 －

村 田 真 一 教 授 －

教 授 －

新 倉 真矢子 教 授 －

西 村 君 代 教 授 －

教 授 －

坂 本 光 代 教 授 －

清 水 崇 文 教 授 －

高 橋 亮 介 准教授 －

髙 橋 由美子 教 授 －

教 授 －

准教授 －

渡 部 良 典 教 授 －

吉 田 研 作 教 授 －

吉 畑 博 代 教 授 －

─ ─

グローバル・スタディーズ研究科
研究科事務室 － （内線 ）

国際関係論専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

下 川 雅 嗣 教 授 －

蘭 信 三 教 授 －

樋 渡 由 美 教 授 －

教 授 －

納 家 政 嗣 教 授 －

岸 川 毅 教 授 －

都 留 康 子 教 授 －

廣 里 恭 史 教 授 －

前 嶋 和 弘 教 授 －

木村 護郎ｸﾘｽﾄﾌ 教 授 －

河 﨑 健 教 授 －

上 野 俊 彦 教 授 －

宮 城 大 蔵 教 授 －

稲 葉 奈々子 教 授 －

高 島 亮 准教授 －

安 達 祐 子 准教授 －

田 中 雅 子 准教授 －

渡 辺 紫 乃 准教授 －

地域研究専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

赤 堀 雅 幸 教 授 －

岩 崎 えり奈 教 授 －

私 市 正 年 教 授 －

小 牧 昌 平 教 授 －

澤 江 史 子 教 授 －

川 島 緑 教 授 －

寺 田 勇 文 教 授 －

根 本 敬 教 授 －

福 武 慎太郎 教 授 －

丸 井 雅 子 教 授 －

ヴェリヤト シリル 教 授 －

子 安 昭 子 教 授 －

谷 洋 之 教 授 －

田 村 梨 花 准教授 －

長谷川 ニ ナ 教 授 －

幡 谷 則 子 教 授 －

矢 澤 達 宏 教 授 －

松 原 典 子 教 授 －

グローバル社会専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

安 野 正 士 准教授 －

浅 野 哲 人 准教授 －

准教授 －

准教授 －

教 授 －

助 教 －

助 教 －

教 授 －

教 授 －

教 授 －

長谷部 拓 也 助 教 －

林 道 郎 教 授 －

准教授 －

平 澤 ｷｬﾛﾗｲﾝ 准教授 －

井 坂 直 人 准教授 －

伊 藤 毅 准教授 －

准教授 －

氏 名 職名 研究室

小 西 祥 文 准教授 －

河 野 至 恩 准教授 －

小 阪 みちる 准教授 －

森 本 真理子 准教授 －

村 上 辰 雄 助 教 －

村 井 則 子 准教授 －

中 野 晃 一 教 授 －

准教授 －

准教授 －

准教授 －

教 授 －

菅 原 友 香 助 教 －

准教授 －

上 西 順 子 准教授 －

教 授 －

渡 辺 剛 弘 准教授 －

教 授 －
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─ ─

経済学研究科

経済学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

青 木 研 教 授 －

出 島 敬 久 教 授 －

濵 野 正 樹 助 教 －

堀 江 哲 也 准教授 －

釜 賀 浩 平 准教授 －

川 西 諭 教 授 －

近 藤 広 紀 教 授 －

倉 田 正 充 助 教 －

來 島 愛 子 准教授 －

南 橋 尚 明 准教授 －

中 里 透 准教授 －

竹 田 陽 介 教 授 －

竹 内 明 香 准教授 －

蓬 田 守 弘 教 授 －

経営学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

網 倉 久 永 教 授 －

新 井 範 子 教 授 －

細 萱 伸 子 准教授 －

石 井 昌 宏 教 授 －

小 林 順 治 教 授 －

小 阪 玄次郎 准教授 －

上 妻 義 直 教 授 －

西 澤 茂 教 授 －

杉 本 徹 雄 教 授 －

杉 谷 陽 子 准教授 －

竹之内 秀 行 教 授 －

山 田 幸 三 教 授 －

王 志 准教授 －

言語科学研究科

言語学専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

秋 山 真 一 准教授 －

教 授 －

教 授 －

é 教 授 －

教 授 －

福 井 直 樹 教 授 －

福 崎 裕 子 教 授 －

原 惠 子 准教授 －

原 求 作 教 授 －

原 田 早 苗 教 授 －

市之瀬 敦 教 授 －

井 上 幸 義 教 授 －

和 泉 伸 一 教 授 －

加 藤 孝 臣 准教授 －

北 原 真 冬 教 授 －

小 柳 かおる 教 授 －

教 授 －

峯 布由紀 准教授 －

氏 名 職名 研究室

水 林 章 教 授 －

本 橋 辰 至 准教授 －

村 田 真 一 教 授 －

教 授 －

新 倉 真矢子 教 授 －

西 村 君 代 教 授 －

教 授 －

坂 本 光 代 教 授 －

清 水 崇 文 教 授 －

高 橋 亮 介 准教授 －

髙 橋 由美子 教 授 －

教 授 －

准教授 －

渡 部 良 典 教 授 －

吉 田 研 作 教 授 －

吉 畑 博 代 教 授 －

─ ─

グローバル・スタディーズ研究科
研究科事務室 － （内線 ）

国際関係論専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

下 川 雅 嗣 教 授 －

蘭 信 三 教 授 －

樋 渡 由 美 教 授 －

教 授 －

納 家 政 嗣 教 授 －

岸 川 毅 教 授 －

都 留 康 子 教 授 －

廣 里 恭 史 教 授 －

前 嶋 和 弘 教 授 －

木村 護郎ｸﾘｽﾄﾌ 教 授 －

河 﨑 健 教 授 －

上 野 俊 彦 教 授 －

宮 城 大 蔵 教 授 －

稲 葉 奈々子 教 授 －

高 島 亮 准教授 －

安 達 祐 子 准教授 －

田 中 雅 子 准教授 －

渡 辺 紫 乃 准教授 －

地域研究専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

赤 堀 雅 幸 教 授 －

岩 崎 えり奈 教 授 －

私 市 正 年 教 授 －

小 牧 昌 平 教 授 －

澤 江 史 子 教 授 －

川 島 緑 教 授 －

寺 田 勇 文 教 授 －

根 本 敬 教 授 －

福 武 慎太郎 教 授 －

丸 井 雅 子 教 授 －

ヴェリヤト シリル 教 授 －

子 安 昭 子 教 授 －

谷 洋 之 教 授 －

田 村 梨 花 准教授 －

長谷川 ニ ナ 教 授 －

幡 谷 則 子 教 授 －

矢 澤 達 宏 教 授 －

松 原 典 子 教 授 －

グローバル社会専攻
専攻事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

安 野 正 士 准教授 －

浅 野 哲 人 准教授 －

准教授 －

准教授 －

教 授 －

助 教 －

助 教 －

教 授 －

教 授 －

教 授 －

長谷部 拓 也 助 教 －

林 道 郎 教 授 －

准教授 －

平 澤 ｷｬﾛﾗｲﾝ 准教授 －

井 坂 直 人 准教授 －

伊 藤 毅 准教授 －

准教授 －

氏 名 職名 研究室

小 西 祥 文 准教授 －

河 野 至 恩 准教授 －

小 阪 みちる 准教授 －

森 本 真理子 准教授 －

村 上 辰 雄 助 教 －

村 井 則 子 准教授 －

中 野 晃 一 教 授 －

准教授 －

准教授 －

准教授 －

教 授 －

菅 原 友 香 助 教 －

准教授 －

上 西 順 子 准教授 －

教 授 －

渡 辺 剛 弘 准教授 －

教 授 －
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─ ─

理工学研究科
研究科事務室 － （内線 ）

理工学専攻

機械工学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

末 益 博 志 教 授 －

長 嶋 利 夫 教 授 －

曄 道 佳 明 教 授 －

竹 原 昭一郎 准教授 －

鈴 木 隆 教 授 －

一 柳 満 久 准教授 －

築 地 徹 浩 教 授 －

渡 邉 摩理子 准教授 －

Ń 助 教 －

坂 本 治 久 教 授 －

田 中 秀 岳 准教授 －

武 藤 康 彦 教 授 －

申 鉄 龍 教 授 －

高 井 健 一 教 授 －

鈴 木 啓 史 准教授 －

久 森 紀 之 准教授 －

応用化学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

藤 田 正 博 准教授 －

堀 越 智 准教授 －

板 谷 清 司 教 授 －

増 山 芳 郎 教 授 未定

陸 川 政 弘 教 授 －

鈴 木 教 之 教 授 未定

髙 橋 和 夫 准教授 －

竹 岡 裕 子 准教授 －

田 中 邦 翁 准教授 －

内 田 寛 准教授 －

電気・電子工学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

藤 井 麻美子 准教授 市本 －

林 等 准教授 市本 －

片 山 弘 造 准教授 －

菊 池 昭 彦 教 授 －

岸 野 克 巳 教 授 －

宮 武 昌 史 教 授 －

中 村 一 也 准教授 －

中 岡 俊 裕 准教授 －

野 村 一 郎 教 授 －

小 川 将 克 准教授 市本 －

坂 本 織 江 准教授 －

下 村 和 彦 教 授 －

高 橋 浩 教 授 市本 －

高 尾 智 明 教 授 －

谷 貝 剛 准教授 －

和 保 孝 夫 教 授 －

化学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

助 教 －

助 教 －

遠 藤 明 准教授 －

橋 本 剛 准教授 －

早 下 隆 士 教 授 －

木川田 喜 一 教 授 －

久 世 信 彦 教 授 －

長 尾 宏 隆 教 授 －

南 部 伸 孝 教 授 －

大 井 隆 夫 教 授 －

鈴 木 由美子 准教授 －

臼 杵 豊 展 准教授 －

数学領域
事務室 市本 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

五 味 靖 准教授 市本 －

後 藤 聡 史 助 教 市本 －

平 田 均 助 教 市本 －

加 藤 剛 准教授 市本 －

中 島 俊 樹 教 授 市本 －

中 筋 麻 貴 准教授 市本 －

大 城 佳奈子 助 教 市本 －

准教授 市本 －

辻 元 教 授 市本 －

角 皆 宏 教 授 市本 －

都 築 正 男 教 授 市本 －

─ ─

物理学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

東 善 郎 教 授 －

江 馬 一 弘 教 授 －

後 藤 貴 行 教 授 －

星 野 正 光 准教授 －

欅 田 英 之 准教授 －

黒 江 晴 彦 准教授 －

桑 原 英 樹 教 授 －

水 谷 由 宏 准教授 －

大 槻 東 巳 教 授 －

岡 田 邦 宏 准教授 －

坂 間 弘 教 授 －

高 柳 和 雄 教 授 －

平 野 哲 文 教 授 －

小田切 丈 准教授 －

足 立 匡 准教授 －

和南城 伸 也 准教授 －

情報学領域
事務室 市本 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

荒 井 隆 行 教 授 －

萬 代 雅 希 准教授 市本 －

古 屋 晋 一 准教授 市本 －

ゴンサルベス タッド 教 授 市本 －

伊呂原 隆 教 授 －

伊 藤 潔 教 授 市本 －

川 端 亮 准教授 市本 －

川 中 彰 教 授 市本 －

宮 本 裕一郎 准教授 市本 －

澁 谷 智 治 教 授 市本 －

炭 親 良 准教授 市本 －

高 岡 詠 子 教 授 市研 －

田 村 恭 久 教 授 市本 －

田 中 昌 司 教 授 市本 －

矢 入 郁 子 准教授 市本 －

山 中 高 夫 准教授 市本 －

生物科学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

千 葉 篤 彦 教 授 －

林 謙 介 教 授 －

神 澤 信 行 教 授 －

小 林 健一郎 准教授 －

牧 野 修 准教授 －

笹 川 展 幸 教 授 －

齋 藤 玉 緒 教 授 －

安 増 茂 樹 教 授 －

藤 原 誠 准教授 －

新 倉 貴 子 准教授 －

近 藤 次 郎 准教授 －

川 口 眞 理 助 教 －

鈴 木 伸 洋 助 教 －

地球環境学研究科

地球環境学専攻
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

織 朱 實 教 授 －

岡 﨑 雄 太 准教授 －

柴 田 晋 吾 教 授 －

鈴 木 政 史 准教授 －

田 中 嘉 成 教 授 －

平 尾 桂 子 教 授 －

黄 光 偉 教 授 －

准教授 －

プテンカラム ジョン ジョセフ 教 授 －

まくどなるど あん 教 授 －

鷲 田 豊 明 教 授 －
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理工学研究科
研究科事務室 － （内線 ）

理工学専攻

機械工学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

末 益 博 志 教 授 －

長 嶋 利 夫 教 授 －

曄 道 佳 明 教 授 －

竹 原 昭一郎 准教授 －

鈴 木 隆 教 授 －

一 柳 満 久 准教授 －

築 地 徹 浩 教 授 －

渡 邉 摩理子 准教授 －

Ń 助 教 －

坂 本 治 久 教 授 －

田 中 秀 岳 准教授 －

武 藤 康 彦 教 授 －

申 鉄 龍 教 授 －

高 井 健 一 教 授 －

鈴 木 啓 史 准教授 －

久 森 紀 之 准教授 －

応用化学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

藤 田 正 博 准教授 －

堀 越 智 准教授 －

板 谷 清 司 教 授 －

増 山 芳 郎 教 授 未定

陸 川 政 弘 教 授 －

鈴 木 教 之 教 授 未定

髙 橋 和 夫 准教授 －

竹 岡 裕 子 准教授 －

田 中 邦 翁 准教授 －

内 田 寛 准教授 －

電気・電子工学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

藤 井 麻美子 准教授 市本 －

林 等 准教授 市本 －

片 山 弘 造 准教授 －

菊 池 昭 彦 教 授 －

岸 野 克 巳 教 授 －

宮 武 昌 史 教 授 －

中 村 一 也 准教授 －

中 岡 俊 裕 准教授 －

野 村 一 郎 教 授 －

小 川 将 克 准教授 市本 －

坂 本 織 江 准教授 －

下 村 和 彦 教 授 －

高 橋 浩 教 授 市本 －

高 尾 智 明 教 授 －

谷 貝 剛 准教授 －

和 保 孝 夫 教 授 －

化学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

助 教 －

助 教 －

遠 藤 明 准教授 －

橋 本 剛 准教授 －

早 下 隆 士 教 授 －

木川田 喜 一 教 授 －

久 世 信 彦 教 授 －

長 尾 宏 隆 教 授 －

南 部 伸 孝 教 授 －

大 井 隆 夫 教 授 －

鈴 木 由美子 准教授 －

臼 杵 豊 展 准教授 －

数学領域
事務室 市本 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

五 味 靖 准教授 市本 －

後 藤 聡 史 助 教 市本 －

平 田 均 助 教 市本 －

加 藤 剛 准教授 市本 －

中 島 俊 樹 教 授 市本 －

中 筋 麻 貴 准教授 市本 －

大 城 佳奈子 助 教 市本 －

准教授 市本 －

辻 元 教 授 市本 －

角 皆 宏 教 授 市本 －

都 築 正 男 教 授 市本 －

─ ─

物理学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

東 善 郎 教 授 －

江 馬 一 弘 教 授 －

後 藤 貴 行 教 授 －

星 野 正 光 准教授 －

欅 田 英 之 准教授 －

黒 江 晴 彦 准教授 －

桑 原 英 樹 教 授 －

水 谷 由 宏 准教授 －

大 槻 東 巳 教 授 －

岡 田 邦 宏 准教授 －

坂 間 弘 教 授 －

高 柳 和 雄 教 授 －

平 野 哲 文 教 授 －

小田切 丈 准教授 －

足 立 匡 准教授 －

和南城 伸 也 准教授 －

情報学領域
事務室 市本 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

荒 井 隆 行 教 授 －

萬 代 雅 希 准教授 市本 －

古 屋 晋 一 准教授 市本 －

ゴンサルベス タッド 教 授 市本 －

伊呂原 隆 教 授 －

伊 藤 潔 教 授 市本 －

川 端 亮 准教授 市本 －

川 中 彰 教 授 市本 －

宮 本 裕一郎 准教授 市本 －

澁 谷 智 治 教 授 市本 －

炭 親 良 准教授 市本 －

高 岡 詠 子 教 授 市研 －

田 村 恭 久 教 授 市本 －

田 中 昌 司 教 授 市本 －

矢 入 郁 子 准教授 市本 －

山 中 高 夫 准教授 市本 －

生物科学領域
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

千 葉 篤 彦 教 授 －

林 謙 介 教 授 －

神 澤 信 行 教 授 －

小 林 健一郎 准教授 －

牧 野 修 准教授 －

笹 川 展 幸 教 授 －

齋 藤 玉 緒 教 授 －

安 増 茂 樹 教 授 －

藤 原 誠 准教授 －

新 倉 貴 子 准教授 －

近 藤 次 郎 准教授 －

川 口 眞 理 助 教 －

鈴 木 伸 洋 助 教 －

地球環境学研究科

地球環境学専攻
事務室 － （内線 ）

氏 名 職名 研究室

織 朱 實 教 授 －

岡 﨑 雄 太 准教授 －

柴 田 晋 吾 教 授 －

鈴 木 政 史 准教授 －

田 中 嘉 成 教 授 －

平 尾 桂 子 教 授 －

黄 光 偉 教 授 －

准教授 －

プテンカラム ジョン ジョセフ 教 授 －

まくどなるど あん 教 授 －

鷲 田 豊 明 教 授 －
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（平成 年 月 日改正施行予定）

第１章 総則

（設置）

第１条 上智大学学則第５条に基づき，上智大学に大学院を置き，これを「上智大学大学院」（以下「本大学院」とい

う。）と称する。

（課程）

第２条 本大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とする。

（標準修業年限）

第３条 博士課程の標準修業年限を５年，修士課程の標準修業年限を２年とする。

２ 博士課程は，これを前期２年及び後期３年の課程に区分し，前期２年の課程を博士前期課程，後期３年の課程を博士

後期課程（以下それぞれ「前期課程」「後期課程」という。）という。

３ 第２項の規定にかかわらず，総合人間科学研究科社会福祉学専攻及び看護学専攻については，職業を有していること

により，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に本大学院の教育課程を履修し修了することを希望する旨を

申し出た者に対しては，学長の決定により，その履修を博士前期課程では「長期履修学生」として３年まで認めること

ができる。

４ 第３項の長期履修学生に関する事項は，別に定める。

５ 前期課程は，これを修士課程として取り扱う。

６ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の標準修業年限は３年とする。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学

院）において，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者（法学既修者）については，３０単位を超

えない範囲の単位を修得したものとみなし，１年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間，在学期間を短縮でき

ることとする。

（在学期間の上限）

第３条の２ 本大学院の在学期間は，休学期間を除き９年を限度とし，前期課程及び修士課程においては４年，後期課程

においては５年の期間を，それぞれ超えることができない。

２ 専門職学位課程については，別に定める。

（課程の目的）

第４条 博士課程は，キリスト教精神を基盤とし，専攻分野についての研究者として，自立して研究活動を行い，又はそ

の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とす

る。

２ 前期課程及び修士課程は，キリスト教精神を基盤とし，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究

能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な，高度の能力を養うことを目的とする。

３ 専門職学位課程は，キリスト教精神を基盤とし，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した

能力を培うことを目的とする。 
（自己評価等）

第４条の２ 本大学院は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動の状況に

ついて自己点検及び評価を実施するものとする。

２ 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については，別に定める。

３ 前２項に基づき，第三者評価機関による評価を受けるものとする。

（ファカルティ・ディベロップメント）

第４条の３ 本大学院は，課程の目的，教育内容・方法についての組織的な研究・研修に努めるとともに，教員の教育・

研究指導能力の向上を期し，個々の教育研究活動の評価を行うものとする。

２ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施及び個々の教育研究活動の評価方法については，別に定める。

（研究科及び専攻）

第５条 本大学院に次の表の左欄に掲げる研究科を置き，それぞれの研究科に同表の中欄に掲げる専攻を置く。

．上智大学大学院学則

─ ─

研究科名 専攻名 課程の区分

神学研究科 神学専攻 前期課程

組織神学専攻 後期課程

哲学研究科 哲学専攻

文学研究科 哲学専攻

心理学専攻 後期課程

史学専攻

国文学専攻

英米文学専攻

ドイツ文学専攻

フランス文学専攻

新聞学専攻

文化交渉学専攻

実践宗教学研究科 死生学専攻 修士課程

総合人間科学研究科 教育学専攻

心理学専攻

社会学専攻

社会福祉学専攻

看護学専攻 修士課程

法学研究科 法律学専攻

法曹養成専攻（法科大学院） 専門職学位課程

経済学研究科 経済学専攻

経営学専攻

言語科学研究科 言語学専攻

グローバル・スタディーズ

研究科

国際関係論専攻

地域研究専攻

グローバル社会専攻

理工学研究科 理工学専攻

地球環境学研究科 地球環境学専攻

ただし，哲学研究科哲学専攻及び文学研究科心理学専攻については，第２６条に定める入学者の募集を停止する。

２ 前項により置かれる研究科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については，第４条に定める各研究

科共通の目的のほか，各研究科の設置趣旨に基づき，別表第１において個別に定める。

３ 前項に規定する以外の事項については，各研究科の定める細則及び内規によるものとする。

（収容定員）

第６条 各研究科の収容定員は，次の表のとおりとする。

研究科 専攻名

前期課程 後期課程 専門職学位課程 収容定員

入学

定員

収容

定員

入学

定員

収容

定員

入学

定員

収容

定員
合計

神学研究科 神学専攻

組織神学専攻

計

哲学研究科 哲学専攻 ― ―

文学研究科 哲学専攻

心理学専攻 ― ― ― ― ―

史学専攻
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（平成 年 月 日改正施行予定）

第１章 総則

（設置）

第１条 上智大学学則第５条に基づき，上智大学に大学院を置き，これを「上智大学大学院」（以下「本大学院」とい

う。）と称する。

（課程）

第２条 本大学院の課程は，修士課程，博士課程及び専門職学位課程とする。

（標準修業年限）

第３条 博士課程の標準修業年限を５年，修士課程の標準修業年限を２年とする。

２ 博士課程は，これを前期２年及び後期３年の課程に区分し，前期２年の課程を博士前期課程，後期３年の課程を博士

後期課程（以下それぞれ「前期課程」「後期課程」という。）という。

３ 第２項の規定にかかわらず，総合人間科学研究科社会福祉学専攻及び看護学専攻については，職業を有していること

により，標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に本大学院の教育課程を履修し修了することを希望する旨を

申し出た者に対しては，学長の決定により，その履修を博士前期課程では「長期履修学生」として３年まで認めること

ができる。

４ 第３項の長期履修学生に関する事項は，別に定める。

５ 前期課程は，これを修士課程として取り扱う。

６ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の標準修業年限は３年とする。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学

院）において，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者（法学既修者）については，３０単位を超

えない範囲の単位を修得したものとみなし，１年を超えない範囲で当該単位の数に相当する期間，在学期間を短縮でき

ることとする。

（在学期間の上限）

第３条の２ 本大学院の在学期間は，休学期間を除き９年を限度とし，前期課程及び修士課程においては４年，後期課程

においては５年の期間を，それぞれ超えることができない。

２ 専門職学位課程については，別に定める。

（課程の目的）

第４条 博士課程は，キリスト教精神を基盤とし，専攻分野についての研究者として，自立して研究活動を行い，又はそ

の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とす

る。

２ 前期課程及び修士課程は，キリスト教精神を基盤とし，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究

能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な，高度の能力を養うことを目的とする。

３ 専門職学位課程は，キリスト教精神を基盤とし，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した

能力を培うことを目的とする。 
（自己評価等）

第４条の２ 本大学院は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動の状況に

ついて自己点検及び評価を実施するものとする。

２ 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については，別に定める。

３ 前２項に基づき，第三者評価機関による評価を受けるものとする。

（ファカルティ・ディベロップメント）

第４条の３ 本大学院は，課程の目的，教育内容・方法についての組織的な研究・研修に努めるとともに，教員の教育・

研究指導能力の向上を期し，個々の教育研究活動の評価を行うものとする。

２ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施及び個々の教育研究活動の評価方法については，別に定める。

（研究科及び専攻）

第５条 本大学院に次の表の左欄に掲げる研究科を置き，それぞれの研究科に同表の中欄に掲げる専攻を置く。

．上智大学大学院学則

─ ─

研究科名 専攻名 課程の区分

神学研究科 神学専攻 前期課程

組織神学専攻 後期課程

哲学研究科 哲学専攻

文学研究科 哲学専攻

心理学専攻 後期課程

史学専攻

国文学専攻

英米文学専攻

ドイツ文学専攻

フランス文学専攻

新聞学専攻

文化交渉学専攻

実践宗教学研究科 死生学専攻 修士課程

総合人間科学研究科 教育学専攻

心理学専攻

社会学専攻

社会福祉学専攻

看護学専攻 修士課程

法学研究科 法律学専攻

法曹養成専攻（法科大学院） 専門職学位課程

経済学研究科 経済学専攻

経営学専攻

言語科学研究科 言語学専攻

グローバル・スタディーズ

研究科

国際関係論専攻

地域研究専攻

グローバル社会専攻

理工学研究科 理工学専攻

地球環境学研究科 地球環境学専攻

ただし，哲学研究科哲学専攻及び文学研究科心理学専攻については，第２６条に定める入学者の募集を停止する。

２ 前項により置かれる研究科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については，第４条に定める各研究

科共通の目的のほか，各研究科の設置趣旨に基づき，別表第１において個別に定める。

３ 前項に規定する以外の事項については，各研究科の定める細則及び内規によるものとする。

（収容定員）

第６条 各研究科の収容定員は，次の表のとおりとする。

研究科 専攻名

前期課程 後期課程 専門職学位課程 収容定員

入学

定員

収容

定員

入学

定員

収容

定員

入学

定員

収容

定員
合計

神学研究科 神学専攻

組織神学専攻

計

哲学研究科 哲学専攻 ― ―

文学研究科 哲学専攻

心理学専攻 ― ― ― ― ―

史学専攻
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─ 338 ─ 

 国文学専攻 10 20 3 9   29 

英米文学専攻 10 20 3 9   29 

ドイツ文学専攻 10 20 3 9   29 

フランス文学専攻 10 20 3 9   29 

新聞学専攻 10 20 3 9   29 

文化交渉学専攻 16 32 3 9   41 

 計 86 162 24 66   228 

実践宗教学研究科 死生学専攻 10 10     10 

総合人間科学研究科 教育学専攻 10 30 5 15   45 

心理学専攻 20 40 5 15   55 

社会学専攻 10 20 3 9   29 

社会福祉学専攻 10 20 3 9   29 

看護学専攻 9 18     18 

 計 59 128 16 48   176 

法学研究科 

 

法律学専攻 20 40 4 12   52 

法曹養成専攻（法科大学院）     60 210 210 

 計 20 40 4 12 60 210 262 

経済学研究科 経済学専攻 15 30 2 6   36 

経営学専攻 15 30 2  6   36 

 計 30 60 4 12     72 

言語科学研究科 言語学専攻 33 66 5 15     81 

グローバル・ 

スタディーズ研究科 

国際関係論専攻 15 30 6 18     48 

地域研究専攻 15 30 5 15     45 

グローバル社会専攻 30 60 3 9     69 

 計 60 120 14 42     162 

理工学研究科 理工学専攻 250 500 20 60   560 

地球環境学研究科 地球環境学専攻 60 120 10 30     150 

合 計 628 1,266 101 305 60 210 1,781 

 

 

第２章 大学院委員会及び研究科委員会 

 

（大学院委員会） 

第７条 本大学院に，大学院委員会を置く。 

２ 本学則に別段の定めがあるものを除き，大学院委員会の開催に必要な事項については，別に定める。 

（大学院委員会の組織及び任期） 

第８条 大学院委員会は，学長，副学長，学事センター長，入学センター長及び各研究科委員長をもって組織する。 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

（大学院委員長） 

第９条 大学院委員会の委員長は，学長がこれにあたる。 

２ 委員長は大学院委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長は，あらかじめ代行者を指名し，その職務を代行させることができる。 

（大学院委員会の意見具申事項） 

第１０条 大学院委員会は，次に掲げる大学院全般にわたる事項について，学長が決定を行うにあたり，意見を述べるも

のとする。 

（1）学位の授与 

（2）その他学長が必要なものとして定めるもの 

（研究科委員会） 

─ ─

第１１条 各研究科に研究科委員会を置き，別に定める「大学院担当教員選考基準及び審査手続」により任用された教員

をもって組織する。

２ 研究科委員会の委員長は，当該研究科委員会において互選する。

３ 委員長の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

４ 研究科委員会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり，意見を述べるものとする。

（ ）学生の入学及び課程の修了

（ ）学位の授与

（ ）前２号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして

学長が定めるもの

５ 研究科委員会は，前項に規定するもののほか，各研究科の教育研究に関する事項について審議し，及び学長の求めに

応じ，意見を述べることができる。

６ 各研究科委員会に関する事項は，当該研究科が別に定める。

（専攻）

第１２条 研究科は，それぞれの専攻分野の教育研究を行うために専攻を置き，各専攻に，専攻主任を置く。

２ 各専攻に関する事項は，当該専攻が別に定める。

（事務組織）

第１３条 本大学院に，大学院の事務を処理するため，必要な事務組織を置く。

第３章 教育方法等

（教育方法等）

第１４条 本大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によっ

て行う。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，学位論文の作成に対する指導を除く。

２ 研究科において教育上の必要があると認められる場合には，夜間その他の特定の時間又は時期において授業又は研究

指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

３ 授業科目の編成は，別に定める。

４ 研究指導に関する細目は，別に定める。

（単位の計算基準）

第１５条 各研究科の授業科目の単位の計算基準については，上智大学学則の規定を準用する。

（指導教員）

第１６条 各専攻は，所属する学生に対し，各々専任教員１名を指導教員として定める。ただし，法学研究科法曹養成専

攻（法科大学院）については，この限りではない。

（授業科目の履修）

第１７条 各研究科において，指導教員が教育研究上有益と認めたときは，他の研究科又は学部の授業科目を履修させる

ことができる。

２ 前項の規定により修得した単位は，学部の授業科目を除き，８単位を超えない範囲で，当該研究科において修得した

ものとみなすことができる。

（単位認定）

第１８条 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，他の大学の大学院等（国外の大学の大学院等を含む。）の

授業科目を履修させ，１０単位を超えない範囲で，本大学院において修得したものとみなすことができる。

２ 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，本大学院入学以前に本大学院を含む大学院において修得した単位

（科目等履修生として修得した単位を含む。）を１０単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすこ

とができる。

３ 前２項の規定により修得した単位は，合計１０単位を超えない範囲で当該研究科において修得したものとみなすこと

ができる。

４ 前項にかかわらず，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，３０単位を超えない範囲で当該研究科にお

いて履修したものとみなすことができる。

（研究指導）

第１９条 研究指導は，別に定める「大学院担当教員選考基準及び審査手続」に定める教員が行うものとする。
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 国文学専攻 10 20 3 9   29 

英米文学専攻 10 20 3 9   29 

ドイツ文学専攻 10 20 3 9   29 

フランス文学専攻 10 20 3 9   29 

新聞学専攻 10 20 3 9   29 

文化交渉学専攻 16 32 3 9   41 

 計 86 162 24 66   228 

実践宗教学研究科 死生学専攻 10 10     10 

総合人間科学研究科 教育学専攻 10 30 5 15   45 

心理学専攻 20 40 5 15   55 

社会学専攻 10 20 3 9   29 

社会福祉学専攻 10 20 3 9   29 

看護学専攻 9 18     18 

 計 59 128 16 48   176 

法学研究科 

 

法律学専攻 20 40 4 12   52 

法曹養成専攻（法科大学院）     60 210 210 

 計 20 40 4 12 60 210 262 

経済学研究科 経済学専攻 15 30 2 6   36 

経営学専攻 15 30 2  6   36 

 計 30 60 4 12     72 

言語科学研究科 言語学専攻 33 66 5 15     81 

グローバル・ 

スタディーズ研究科 

国際関係論専攻 15 30 6 18     48 

地域研究専攻 15 30 5 15     45 

グローバル社会専攻 30 60 3 9     69 

 計 60 120 14 42     162 

理工学研究科 理工学専攻 250 500 20 60   560 

地球環境学研究科 地球環境学専攻 60 120 10 30     150 

合 計 628 1,266 101 305 60 210 1,781 

 

 

第２章 大学院委員会及び研究科委員会 

 

（大学院委員会） 

第７条 本大学院に，大学院委員会を置く。 

２ 本学則に別段の定めがあるものを除き，大学院委員会の開催に必要な事項については，別に定める。 

（大学院委員会の組織及び任期） 

第８条 大学院委員会は，学長，副学長，学事センター長，入学センター長及び各研究科委員長をもって組織する。 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

（大学院委員長） 

第９条 大学院委員会の委員長は，学長がこれにあたる。 

２ 委員長は大学院委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長は，あらかじめ代行者を指名し，その職務を代行させることができる。 

（大学院委員会の意見具申事項） 

第１０条 大学院委員会は，次に掲げる大学院全般にわたる事項について，学長が決定を行うにあたり，意見を述べるも

のとする。 

（1）学位の授与 

（2）その他学長が必要なものとして定めるもの 

（研究科委員会） 

─ ─

第１１条 各研究科に研究科委員会を置き，別に定める「大学院担当教員選考基準及び審査手続」により任用された教員

をもって組織する。

２ 研究科委員会の委員長は，当該研究科委員会において互選する。

３ 委員長の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

４ 研究科委員会は，学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり，意見を述べるものとする。

（ ）学生の入学及び課程の修了

（ ）学位の授与

（ ）前２号に掲げるもののほか，教育研究に関する重要な事項で，研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして

学長が定めるもの

５ 研究科委員会は，前項に規定するもののほか，各研究科の教育研究に関する事項について審議し，及び学長の求めに

応じ，意見を述べることができる。

６ 各研究科委員会に関する事項は，当該研究科が別に定める。

（専攻）

第１２条 研究科は，それぞれの専攻分野の教育研究を行うために専攻を置き，各専攻に，専攻主任を置く。

２ 各専攻に関する事項は，当該専攻が別に定める。

（事務組織）

第１３条 本大学院に，大学院の事務を処理するため，必要な事務組織を置く。

第３章 教育方法等

（教育方法等）

第１４条 本大学院の教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によっ

て行う。ただし，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，学位論文の作成に対する指導を除く。

２ 研究科において教育上の必要があると認められる場合には，夜間その他の特定の時間又は時期において授業又は研究

指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

３ 授業科目の編成は，別に定める。

４ 研究指導に関する細目は，別に定める。

（単位の計算基準）

第１５条 各研究科の授業科目の単位の計算基準については，上智大学学則の規定を準用する。

（指導教員）

第１６条 各専攻は，所属する学生に対し，各々専任教員１名を指導教員として定める。ただし，法学研究科法曹養成専

攻（法科大学院）については，この限りではない。

（授業科目の履修）

第１７条 各研究科において，指導教員が教育研究上有益と認めたときは，他の研究科又は学部の授業科目を履修させる

ことができる。

２ 前項の規定により修得した単位は，学部の授業科目を除き，８単位を超えない範囲で，当該研究科において修得した

ものとみなすことができる。

（単位認定）

第１８条 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，他の大学の大学院等（国外の大学の大学院等を含む。）の

授業科目を履修させ，１０単位を超えない範囲で，本大学院において修得したものとみなすことができる。

２ 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，本大学院入学以前に本大学院を含む大学院において修得した単位

（科目等履修生として修得した単位を含む。）を１０単位を超えない範囲で本大学院において修得したものとみなすこ

とができる。

３ 前２項の規定により修得した単位は，合計１０単位を超えない範囲で当該研究科において修得したものとみなすこと

ができる。

４ 前項にかかわらず，法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）については，３０単位を超えない範囲で当該研究科にお

いて履修したものとみなすことができる。

（研究指導）

第１９条 研究指導は，別に定める「大学院担当教員選考基準及び審査手続」に定める教員が行うものとする。
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２ 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，他の大学院又は研究所等（国外の大学の大学院又は国外の研究所

等を含む。）とあらかじめ協議の上，当該他大学院又は研究所等において，必要な研究指導を受けさせることができ

る。ただし，前期課程の学生については，研究指導をうける期間は，１年を超えないものとする。

３ 前条第１項及び第２項に定める国外の大学の大学院又は国外の研究所等への留学に関する事項は，別に定める。

（教育職員免許）

第２０条 教員の資格を得ようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）にのっとり所定の科目及び単位を修得しなければならない。

２ 本大学院の専攻において取得できる教育職員免許状の種類及び教科は別表第２に定めるところによる。

第４章 課程の修了要件

（修士課程及び前期課程の修了要件）

第２１条 修士課程及び前期課程の修了の要件は，本大学院に２年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，本大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優

れた業績を上げた者については，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

２ 前項の場合において，当該課程の目的に応じ適当と認められるときは，特定の課題についての研究の成果の審査をも

って修士論文の審査に代えることができる。

（博士課程の修了要件）

第２１条の２ 本大学院の博士課程の修了の要件は，大学院に５年（修士課程，前期課程又は専門職学位課程に２年以上

在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における標準修業年限期間を含む。）以上在学し，３０単位以上

（修士課程，前期課程又は専門職学位課程において修得した単位を含む。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，本大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を

上げた者については，本大学院に３年（修士課程，前期課程又は専門職学位課程に２年以上在学し，当該課程を修了し

た者にあっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

２ 前条第１項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者の本大学院の博士課程の修

了の要件は，大学院に修士課程又は前期課程における在学期間に３年を加えた期間以上在学し，３０単位以上（修士課

程又は前期課程において修得した単位を含む。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，本大学院の行う博士論

文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては優れた研究業績を上げた者については，大学院

に３年（修士課程又は前期課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第７０条の２の規定によ

り，大学院への入学資格に関し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，後期課程に入学し

た場合の本大学院の後期課程の修了の要件は，大学院に３年以上在学し，必要な研究指導を受けた上，本大学院の行う

博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者について

は，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

（専門職学位課程の修了要件）

第２１条の３ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の修了の要件は，３年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，

９３単位以上を修得することとする。ただし，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められた者（法学既修

者）については，２年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，６５単位以上を修得することとする。

２ 各年次で修得すべき単位及び所定の成績については，別に定める。

（修了認定）

第２１条の４ 学長は，前３条に規定する要件により課程の修了を認定する。

第２２条 学位論文の審査方法等については，別に定める。

第２３条 学位に関する試験の方法等については，別に定める。

第５章 学位

（学位の授与）

第２４条 学長は，課程を修了した者に対し，課程に応じて博士，修士又は法務博士（専門職）の学位を授与する。

─ ─

２ 学位に関する細目は，上智大学学位規程の定めるところによる。

（学位に付記する専攻分野の名称）

第２５条 学位には研究科専攻別に次の専攻分野の名称を付記する。

研究科名 専攻名 修士専攻分野 博士専攻分野

神学研究科 神学専攻 神学

組織神学専攻 神学

哲学研究科 哲学専攻 哲学 哲学

文学研究科 哲学専攻 哲学 哲学

心理学専攻 心理学

史学専攻 史学 史学

国文学専攻 文学 文学

英米文学専攻 文学 文学

ドイツ文学専攻 文学 文学

フランス文学専攻 文学 文学

新聞学専攻 新聞学 新聞学

文化交渉学専攻 文学 文学

実践宗教学研究科 死生学専攻 文学

総合人間科学研究科 教育学専攻 教育学 教育学

心理学専攻 心理学 心理学

社会学専攻 社会学 社会学

社会福祉学専攻 社会福祉学 社会福祉学

看護学専攻 看護学

法学研究科 法律学専攻 法学 法学

法曹養成専攻（法科大学院） 法務博士（専門職）

経済学研究科 経済学専攻 経済学 経済学

経営学専攻 経営学 経営学

言語科学研究科 言語学専攻 言語学 言語学

グローバル・スタディーズ

研究科

国際関係論専攻 国際関係論 国際関係論

地域研究専攻 地域研究 地域研究

グローバル社会専攻

比較日本研究 比較日本研究

国際経営開発学

グローバル社会研究 グローバル社会研究

理工学研究科
理工学専攻

理学 理学

工学 工学

地球環境学研究科 地球環境学専攻 環境学 環境学

２ 前項の規定にかかわらず研究科において必要と認めた場合は，前項に規定された博士専攻分野の名称に代えて「学

術」の名称を付記することができる。
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２ 各研究科において教育研究上有益と認めたときは，他の大学院又は研究所等（国外の大学の大学院又は国外の研究所

等を含む。）とあらかじめ協議の上，当該他大学院又は研究所等において，必要な研究指導を受けさせることができ

る。ただし，前期課程の学生については，研究指導をうける期間は，１年を超えないものとする。

３ 前条第１項及び第２項に定める国外の大学の大学院又は国外の研究所等への留学に関する事項は，別に定める。

（教育職員免許）

第２０条 教員の資格を得ようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）にのっとり所定の科目及び単位を修得しなければならない。

２ 本大学院の専攻において取得できる教育職員免許状の種類及び教科は別表第２に定めるところによる。

第４章 課程の修了要件

（修士課程及び前期課程の修了要件）

第２１条 修士課程及び前期課程の修了の要件は，本大学院に２年以上在学し，３０単位以上を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，本大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優

れた業績を上げた者については，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

２ 前項の場合において，当該課程の目的に応じ適当と認められるときは，特定の課題についての研究の成果の審査をも

って修士論文の審査に代えることができる。

（博士課程の修了要件）

第２１条の２ 本大学院の博士課程の修了の要件は，大学院に５年（修士課程，前期課程又は専門職学位課程に２年以上

在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における標準修業年限期間を含む。）以上在学し，３０単位以上

（修士課程，前期課程又は専門職学位課程において修得した単位を含む。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた

上，本大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を

上げた者については，本大学院に３年（修士課程，前期課程又は専門職学位課程に２年以上在学し，当該課程を修了し

た者にあっては，当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

２ 前条第１項ただし書きの規定による在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者の本大学院の博士課程の修

了の要件は，大学院に修士課程又は前期課程における在学期間に３年を加えた期間以上在学し，３０単位以上（修士課

程又は前期課程において修得した単位を含む。）を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，本大学院の行う博士論

文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては優れた研究業績を上げた者については，大学院

に３年（修士課程又は前期課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず，学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第７０条の２の規定によ

り，大学院への入学資格に関し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が，後期課程に入学し

た場合の本大学院の後期課程の修了の要件は，大学院に３年以上在学し，必要な研究指導を受けた上，本大学院の行う

博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者について

は，大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。

（専門職学位課程の修了要件）

第２１条の３ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）の修了の要件は，３年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，

９３単位以上を修得することとする。ただし，必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められた者（法学既修

者）については，２年以上在学し，各年次で所定の成績を修め，６５単位以上を修得することとする。

２ 各年次で修得すべき単位及び所定の成績については，別に定める。

（修了認定）

第２１条の４ 学長は，前３条に規定する要件により課程の修了を認定する。

第２２条 学位論文の審査方法等については，別に定める。

第２３条 学位に関する試験の方法等については，別に定める。

第５章 学位

（学位の授与）

第２４条 学長は，課程を修了した者に対し，課程に応じて博士，修士又は法務博士（専門職）の学位を授与する。

─ ─

２ 学位に関する細目は，上智大学学位規程の定めるところによる。

（学位に付記する専攻分野の名称）

第２５条 学位には研究科専攻別に次の専攻分野の名称を付記する。

研究科名 専攻名 修士専攻分野 博士専攻分野

神学研究科 神学専攻 神学

組織神学専攻 神学

哲学研究科 哲学専攻 哲学 哲学

文学研究科 哲学専攻 哲学 哲学

心理学専攻 心理学

史学専攻 史学 史学

国文学専攻 文学 文学

英米文学専攻 文学 文学

ドイツ文学専攻 文学 文学

フランス文学専攻 文学 文学

新聞学専攻 新聞学 新聞学

文化交渉学専攻 文学 文学

実践宗教学研究科 死生学専攻 文学

総合人間科学研究科 教育学専攻 教育学 教育学

心理学専攻 心理学 心理学

社会学専攻 社会学 社会学

社会福祉学専攻 社会福祉学 社会福祉学

看護学専攻 看護学

法学研究科 法律学専攻 法学 法学

法曹養成専攻（法科大学院） 法務博士（専門職）

経済学研究科 経済学専攻 経済学 経済学

経営学専攻 経営学 経営学

言語科学研究科 言語学専攻 言語学 言語学

グローバル・スタディーズ

研究科

国際関係論専攻 国際関係論 国際関係論

地域研究専攻 地域研究 地域研究

グローバル社会専攻

比較日本研究 比較日本研究

国際経営開発学

グローバル社会研究 グローバル社会研究

理工学研究科
理工学専攻

理学 理学

工学 工学

地球環境学研究科 地球環境学専攻 環境学 環境学

２ 前項の規定にかかわらず研究科において必要と認めた場合は，前項に規定された博士専攻分野の名称に代えて「学

術」の名称を付記することができる。
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第６章 入学，進学，編入学，休学，退学及び再入学

（入学資格）

第２６条 本大学院の前期課程，修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者

とする。

（１）大学を卒業した者

（２）学士の学位を授与された者

（３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者

（４）文部科学大臣が指定した者

（５）大学に３年以上在学し，本大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

（６）大学教育修了までの学校教育の課程が１５年である国において修了した者で，本大学院において，所定の単位を

優れた成績をもって修得したものと認めた者

（７）本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，２２

歳に達した者

（８）その他本大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

２ 後期課程に進学又は編入学することのできる者は，修士の学位，専門職学位を有する者又は修士の学位を有する者と

同等以上の学力を有する者と認められる者とする。

３ 前項の場合において，修士の学位を有する者と同等以上の学力を有すると認められる者は，次の各号の一に該当する

者とする。

（ ）外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

（ ）文部科学大臣の指定した者

（ ）本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で，２

４歳に達した者

（ ）その他本大学院において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

４ 第１項及び第２項に規定する入学，進学及び編入学の許可は，学長がこれを決定する。

（選抜試験）

第２７条 前期課程，修士課程及び専門職学位課程への入学，後期課程への進学又は編入学を志願する者に対しては，そ

れぞれ各研究科の定めるところに従って選抜試験を行う。

２ 外国人留学生に対しては，特別に選考の上，入学を許可することができる。

（休学，復学及び退学の願い出）

第２８条 休学又は退学しようとする者は，それぞれ所定の願い書を提出し，学長の許可を受けなければならない。

２ 休学の期間は，１学期または１学年を区分とし博士課程通算５年を超えることができない。ただし，修士課程及び専

門職学位課程においては，２年を限度とする。

３ 許可された休学期間が満了した場合は，復学となる。ただし，病気によって休学の許可を受けた者は，医師の診断書

を添えた所定の復学届を提出しなければならない。

４ 休学期間中に休学の事由がやみ，復学しようとする者は，所定の復学届を提出しなければならない。

（留年）

第２８条の２ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）において，各年次の所定の単位を修得できない場合又は各年次で

所定の成績を修めることができない場合には，当該年次に留まる。この場合における各年次の所定の単位及び所定の成

績については，別に定める。

（退学及び懲戒処分）

第２９条 次の各号の一に該当する者は，学長の決定により退学させる。

（ ）授業料その他，学費を納入しない者

（ ）第３条の２に定める在学期間の上限を超えた者

（ ）成業の見込みがないと認められる者。ただし，認定事由は，各研究科において，別に定める。

第２９条の２ 本学学生にしてその本分に反した行為があったと認められたときは，その軽重に従い，退学，停学又は訓

告処分とする。

２ 次の各号の一に該当する者は，退学させる。

（ ）著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者

─ ─

（ ）学内の秩序を乱した者

（ ）大学の名誉を著しく毀損した者

（ ）その他本学に在学させることが不適当と認められた者

３ 前二項の処分は，学長が行う。

４ 前三項に定めるもののほか，学生の処分に必要な事項は別に定める。

（再入学）

第３０条 本大学院を退学し，再入学をしようとする者は，所定の願い書を提出し，学長の許可を受けなければならな

い。

２ 再入学の願いが出た場合は，学長はこれを許可することができる。

（入学時期）

第３１条 本大学院の入学時期は，学期の初めとする。

（在学期間）

第３２条 削除

第７章 学年，学期及び休業日

（学年，学期及び休業日）

第３３条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第３３条の２ 学年を分けて次の２学期とする。

春学期 ４月１日から９月２０日まで

秋学期 ９月２１日から翌年３月３１日まで

第３３条の３ 授業休業日は，次のとおりとする。

ただし，第５号から第７号の授業休業期間の始期及び終期は，年度により別に定める。

（ ）日曜日

（ ）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（ ）創立記念日（１１月１日）

（ ）聖ザビエルの祝日（１２月３日）

（ ）春期休業

（ ）夏期休業

（ ）冬期休業

２ 学長は必要に応じ，前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。

３ 学長は必要に応じ，第１項各号に定める授業休業日を，授業日 補講日及び集中講義期間を含む とすることができ

る。

第８章 交換留学生，特別聴講生，聴講生及び研究生

（交換留学生）

第３４条 本大学院は国外大学大学院との交換留学協定に基づき，交換留学生の受け入れを許可することができる。

（特別聴講生）

第３５条 本大学院は国内大学院との単位互換協定に基づき，特別聴講生の受け入れを許可することができる。

（聴講生）

第３６条 本大学院の特定の授業科目について聴講を願い出る者に対しては，選考の上，聴講生として聴講を許可するこ

とができる。

２ 聴講生に関する事項は，別に定める。

（科目等履修生）

第３６条の２ 本大学院は学位取得を目的としないで一又は複数の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」とい

う。）に対し単位を与えることができる。

２ 科目等履修生に関する事項は，別に定める。

（研究生）
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第６章 入学，進学，編入学，休学，退学及び再入学

（入学資格）

第２６条 本大学院の前期課程，修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者

とする。

（１）大学を卒業した者

（２）学士の学位を授与された者

（３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者

（４）文部科学大臣が指定した者

（５）大学に３年以上在学し，本大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

（６）大学教育修了までの学校教育の課程が１５年である国において修了した者で，本大学院において，所定の単位を

優れた成績をもって修得したものと認めた者

（７）本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，２２

歳に達した者

（８）その他本大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

２ 後期課程に進学又は編入学することのできる者は，修士の学位，専門職学位を有する者又は修士の学位を有する者と

同等以上の学力を有する者と認められる者とする。

３ 前項の場合において，修士の学位を有する者と同等以上の学力を有すると認められる者は，次の各号の一に該当する

者とする。

（ ）外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

（ ）文部科学大臣の指定した者

（ ）本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で，２

４歳に達した者

（ ）その他本大学院において，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

４ 第１項及び第２項に規定する入学，進学及び編入学の許可は，学長がこれを決定する。

（選抜試験）

第２７条 前期課程，修士課程及び専門職学位課程への入学，後期課程への進学又は編入学を志願する者に対しては，そ

れぞれ各研究科の定めるところに従って選抜試験を行う。

２ 外国人留学生に対しては，特別に選考の上，入学を許可することができる。

（休学，復学及び退学の願い出）

第２８条 休学又は退学しようとする者は，それぞれ所定の願い書を提出し，学長の許可を受けなければならない。

２ 休学の期間は，１学期または１学年を区分とし博士課程通算５年を超えることができない。ただし，修士課程及び専

門職学位課程においては，２年を限度とする。

３ 許可された休学期間が満了した場合は，復学となる。ただし，病気によって休学の許可を受けた者は，医師の診断書

を添えた所定の復学届を提出しなければならない。

４ 休学期間中に休学の事由がやみ，復学しようとする者は，所定の復学届を提出しなければならない。

（留年）

第２８条の２ 法学研究科法曹養成専攻（法科大学院）において，各年次の所定の単位を修得できない場合又は各年次で

所定の成績を修めることができない場合には，当該年次に留まる。この場合における各年次の所定の単位及び所定の成

績については，別に定める。

（退学及び懲戒処分）

第２９条 次の各号の一に該当する者は，学長の決定により退学させる。

（ ）授業料その他，学費を納入しない者

（ ）第３条の２に定める在学期間の上限を超えた者

（ ）成業の見込みがないと認められる者。ただし，認定事由は，各研究科において，別に定める。

第２９条の２ 本学学生にしてその本分に反した行為があったと認められたときは，その軽重に従い，退学，停学又は訓

告処分とする。

２ 次の各号の一に該当する者は，退学させる。

（ ）著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者

─ ─

（ ）学内の秩序を乱した者

（ ）大学の名誉を著しく毀損した者

（ ）その他本学に在学させることが不適当と認められた者

３ 前二項の処分は，学長が行う。

４ 前三項に定めるもののほか，学生の処分に必要な事項は別に定める。

（再入学）

第３０条 本大学院を退学し，再入学をしようとする者は，所定の願い書を提出し，学長の許可を受けなければならな

い。

２ 再入学の願いが出た場合は，学長はこれを許可することができる。

（入学時期）

第３１条 本大学院の入学時期は，学期の初めとする。

（在学期間）

第３２条 削除

第７章 学年，学期及び休業日

（学年，学期及び休業日）

第３３条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第３３条の２ 学年を分けて次の２学期とする。

春学期 ４月１日から９月２０日まで

秋学期 ９月２１日から翌年３月３１日まで

第３３条の３ 授業休業日は，次のとおりとする。

ただし，第５号から第７号の授業休業期間の始期及び終期は，年度により別に定める。

（ ）日曜日

（ ）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（ ）創立記念日（１１月１日）

（ ）聖ザビエルの祝日（１２月３日）

（ ）春期休業

（ ）夏期休業

（ ）冬期休業

２ 学長は必要に応じ，前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。

３ 学長は必要に応じ，第１項各号に定める授業休業日を，授業日 補講日及び集中講義期間を含む とすることができ

る。

第８章 交換留学生，特別聴講生，聴講生及び研究生

（交換留学生）

第３４条 本大学院は国外大学大学院との交換留学協定に基づき，交換留学生の受け入れを許可することができる。

（特別聴講生）

第３５条 本大学院は国内大学院との単位互換協定に基づき，特別聴講生の受け入れを許可することができる。

（聴講生）

第３６条 本大学院の特定の授業科目について聴講を願い出る者に対しては，選考の上，聴講生として聴講を許可するこ

とができる。

２ 聴講生に関する事項は，別に定める。

（科目等履修生）

第３６条の２ 本大学院は学位取得を目的としないで一又は複数の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」とい

う。）に対し単位を与えることができる。

２ 科目等履修生に関する事項は，別に定める。

（研究生）
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第３７条 本大学院において特定事項の研究を願い出る者に対しては，選考の上，研究生としてこれを許可することがで

きる。

２ 研究生に関する事項は，別に定める。

第９章 入学納付金及び授業料等納付金

（入学手続）

第３８条 本大学院に入学，進学又は編入学を許可された者は，所定の期限内に，所定の書類を提出し，別表第３で定め

る入学に必要な納付金を納付しなければならない。

（授業料等納付金）

第３９条 本大学院在学生は，別表第３の授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。ただし，所定の手

続きにより各学期の初めに分納することができる。

２ 休学，留学等の授業料等納付金については，別表第３のとおりとする。

第１０章 その他

（規定の準用）

第４０条 本学則に規定していない事項については，上智大学学則の規定を準用する。

附 則

１ この学則は， 年（平成 年） 月 日から改正，施行する。

２ この改正前の学生に関わる第 条の適用については，なお従前の例による。

〔文学研究科哲学専攻の設置〕

〔実践宗教学研究科死生学専攻の設置〕

〔外国語学研究科の名称変更〕

〔収容定員の変更〕

〔総合人間科学研究科看護学専攻における長期履修制度導入〕

〔学費改定〕

〔授業科目の編成を別に定めることに伴う別表第２の削除並びに別表第３及び別表第４の繰上げ〕

─ 345 ─ 

別表第１ 研究科ごとの教育研究上の目的及び人材養成の目的 

研究科名 専攻名 研究科の目的 

神学研究科 神学専攻 

組織神学専攻 

前期課程には，修士に加えてカトリック教会の教授資格（STL）を

与える組織神学コース，聖書研究の方法論を身につける聖書神学コ

ース（M.Bib を授与），宣教や司牧の実践について学ぶキリスト教

教育コース(M.Div を授与)及び教会での奉仕の現場にたずさわる

人々を養成する宣教実務者コースを設けるが，いずれも神学全般に

ついての知識と理解を重視する。また研究者養成を主目的とする後

期課程（条件を満たせばカトリック教会の学位 STD を授与）におい

ては，研究のみでなく教育訓練を課程に組み込む。 

カトリック司祭・修道者とカトリック学校での宗教科教員の養成，

及び自己のキリスト教信仰を客観的・批判的に省察することにより

教会に貢献できる人材養成を主目的とする。 

哲学研究科 哲学専攻 古代から中世を経て現代へ至る西洋哲学の伝統を研究する。また芸

術・文化・宗教のあり方を根本から考え，現代社会が直面する多様

な倫理的問題に対して，原理的な仕方で掘り下げる。 

前期課程では，原典テクストの読解を中心に思想史研究の基本を学

ぶ。後期課程は主として専門研究者の育成を目標とする。 

文学研究科 哲学専攻 

史学専攻 

国文学専攻 

英米文学専攻 

ドイツ文学専攻 

フランス文学専攻 

新聞学専攻 

文化交渉学専攻 

幅広い教養と柔軟な思考力を持ち，世界と未来に開かれた新しい知

を創造する力を伸ばすために，文化の総体の探究，現代社会との連

結，語学能力の重視に重点を置いた実践教育を行い，社会，文化の

発展に貢献しうる人材を養成する。 

前期課程では，研究者の養成を目指すとともに，高度な専門知識に

よって職業的能力を向上させる。後期課程では，国際的な水準で広

く活躍し，将来，各々の分野で研究・教育に携わる人材の育成を期

する。 

実践宗教学研究科 死生学専攻 現代社会の宗教的思想的基盤を研究するとともに，新たな取り組み

が求められる現代の死生学的課題について，価値多元化社会におけ

る宗教の社会的役割，死生観及び生命倫理，臨床スピリチュアルケ

アの三視点から研究・教育を行う。また，スピリチュアリティを基

盤にしたケアの実践的対応能力の修得を目指す。これらを通じて実

践力のある研究者，臨床家，コミュニティケア人材，ケア指導者等

を養成する。 

総合人間科学研究科 教育学専攻 

心理学専攻 

社会学専攻 

社会福祉学専攻 

看護学専攻 

人間の尊厳を基盤とし，科学の知，臨床の知，政策・運営の知にか

かわる学際的教育・研究を行い，理論と実践・臨床を両輪として社

会に貢献しうる人材を育成する。前期課程では，実践・臨床の場で

活躍できる高度専門職業人及びこれらの場を視野にいれた研究者の

養成を目指し，後期課程では，実践・臨床的知見を踏まえ学問的に

貢献しうる人材育成を目指す。 

法学研究科 

 

法律学専攻 本専攻は法学・政治学の研究者の養成，並びに，この素養を身につ

けた社会人を送り出すことを目的とする。 

現代社会では，研究者は自分の専門領域に特化しているだけで足り

るものでなく，社会で生起するさまざまな問題を論理的に再構成

し，より高度な問題を処理できる実務能力を身につけていなければ

ならない。社会人を積極的に受け入れ，研究者養成とともに，法

学・政治学の素養を身につけた人材の養成を目指す。 

法曹養成専攻 将来法曹（裁判官・検察官・弁護士）の専門家として活躍する人材

を養成する。キリスト教的ヒューマニズム基づく人間教育を，法曹

倫理，隣接科学，基礎法学科目にも充実させることで，広い視野で

社会に貢献する法律家を養成することを主眼とするが，国際問題や

環境法政策に対して多角的なアプローチをすることにより，21世

紀に必要とされる法曹を養成することも本専攻の特長とする。 

　

	

上
智
大
学

16
　

	

大
学
院
学
則



─ ─

第３７条 本大学院において特定事項の研究を願い出る者に対しては，選考の上，研究生としてこれを許可することがで

きる。

２ 研究生に関する事項は，別に定める。

第９章 入学納付金及び授業料等納付金

（入学手続）

第３８条 本大学院に入学，進学又は編入学を許可された者は，所定の期限内に，所定の書類を提出し，別表第３で定め

る入学に必要な納付金を納付しなければならない。

（授業料等納付金）

第３９条 本大学院在学生は，別表第３の授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。ただし，所定の手

続きにより各学期の初めに分納することができる。

２ 休学，留学等の授業料等納付金については，別表第３のとおりとする。

第１０章 その他

（規定の準用）

第４０条 本学則に規定していない事項については，上智大学学則の規定を準用する。

附 則

１ この学則は， 年（平成 年） 月 日から改正，施行する。

２ この改正前の学生に関わる第 条の適用については，なお従前の例による。

〔文学研究科哲学専攻の設置〕

〔実践宗教学研究科死生学専攻の設置〕

〔外国語学研究科の名称変更〕

〔収容定員の変更〕

〔総合人間科学研究科看護学専攻における長期履修制度導入〕

〔学費改定〕

〔授業科目の編成を別に定めることに伴う別表第２の削除並びに別表第３及び別表第４の繰上げ〕

─ 345 ─ 

別表第１ 研究科ごとの教育研究上の目的及び人材養成の目的 

研究科名 専攻名 研究科の目的 

神学研究科 神学専攻 

組織神学専攻 

前期課程には，修士に加えてカトリック教会の教授資格（STL）を

与える組織神学コース，聖書研究の方法論を身につける聖書神学コ

ース（M.Bib を授与），宣教や司牧の実践について学ぶキリスト教

教育コース(M.Div を授与)及び教会での奉仕の現場にたずさわる

人々を養成する宣教実務者コースを設けるが，いずれも神学全般に

ついての知識と理解を重視する。また研究者養成を主目的とする後

期課程（条件を満たせばカトリック教会の学位 STD を授与）におい

ては，研究のみでなく教育訓練を課程に組み込む。 

カトリック司祭・修道者とカトリック学校での宗教科教員の養成，

及び自己のキリスト教信仰を客観的・批判的に省察することにより

教会に貢献できる人材養成を主目的とする。 

哲学研究科 哲学専攻 古代から中世を経て現代へ至る西洋哲学の伝統を研究する。また芸

術・文化・宗教のあり方を根本から考え，現代社会が直面する多様

な倫理的問題に対して，原理的な仕方で掘り下げる。 

前期課程では，原典テクストの読解を中心に思想史研究の基本を学

ぶ。後期課程は主として専門研究者の育成を目標とする。 

文学研究科 哲学専攻 

史学専攻 

国文学専攻 

英米文学専攻 

ドイツ文学専攻 

フランス文学専攻 

新聞学専攻 

文化交渉学専攻 

幅広い教養と柔軟な思考力を持ち，世界と未来に開かれた新しい知

を創造する力を伸ばすために，文化の総体の探究，現代社会との連

結，語学能力の重視に重点を置いた実践教育を行い，社会，文化の

発展に貢献しうる人材を養成する。 

前期課程では，研究者の養成を目指すとともに，高度な専門知識に

よって職業的能力を向上させる。後期課程では，国際的な水準で広

く活躍し，将来，各々の分野で研究・教育に携わる人材の育成を期

する。 

実践宗教学研究科 死生学専攻 現代社会の宗教的思想的基盤を研究するとともに，新たな取り組み

が求められる現代の死生学的課題について，価値多元化社会におけ

る宗教の社会的役割，死生観及び生命倫理，臨床スピリチュアルケ

アの三視点から研究・教育を行う。また，スピリチュアリティを基

盤にしたケアの実践的対応能力の修得を目指す。これらを通じて実

践力のある研究者，臨床家，コミュニティケア人材，ケア指導者等

を養成する。 

総合人間科学研究科 教育学専攻 

心理学専攻 

社会学専攻 

社会福祉学専攻 

看護学専攻 

人間の尊厳を基盤とし，科学の知，臨床の知，政策・運営の知にか

かわる学際的教育・研究を行い，理論と実践・臨床を両輪として社

会に貢献しうる人材を育成する。前期課程では，実践・臨床の場で

活躍できる高度専門職業人及びこれらの場を視野にいれた研究者の

養成を目指し，後期課程では，実践・臨床的知見を踏まえ学問的に

貢献しうる人材育成を目指す。 

法学研究科 

 

法律学専攻 本専攻は法学・政治学の研究者の養成，並びに，この素養を身につ

けた社会人を送り出すことを目的とする。 

現代社会では，研究者は自分の専門領域に特化しているだけで足り

るものでなく，社会で生起するさまざまな問題を論理的に再構成

し，より高度な問題を処理できる実務能力を身につけていなければ

ならない。社会人を積極的に受け入れ，研究者養成とともに，法

学・政治学の素養を身につけた人材の養成を目指す。 

法曹養成専攻 将来法曹（裁判官・検察官・弁護士）の専門家として活躍する人材

を養成する。キリスト教的ヒューマニズム基づく人間教育を，法曹

倫理，隣接科学，基礎法学科目にも充実させることで，広い視野で

社会に貢献する法律家を養成することを主眼とするが，国際問題や

環境法政策に対して多角的なアプローチをすることにより，21世

紀に必要とされる法曹を養成することも本専攻の特長とする。 
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─ ─

経済学研究科 経済学専攻

経営学専攻

経済学・経営学に関する深い学識を基礎に，実際的な応用能力を有

する 職業専門家，深い洞察力を備えた高い水準の研究者を育成す

る。

前期課程修了者には，専門知識を活かして，研究やコンサルティン

グに従事したり，企業実務の第一線で活躍する高度専門職業人とな

ることが期待される。

後期課程修了者には，学術・研究機関において教育・研究に従事す

ることが期待される。

言語科学研究科 言語学専攻 理論言語学，個別言語学，及び応用言語学に関して国際的視野で独

創的研究を行える研究者を養成する。また，言語聴覚障害学の基礎

および臨床における研究者を養成し，さらに，英語による授業を通

じて，英語教育に携わる教師を養成する。理論と実践が伴った国内

外で活躍できる日本語教師も養成する。

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究

科

国際関係論専攻

地域研究専攻

グローバル社会専攻

国際関係の諸側面とそれらをめぐる諸問題を多角的に研究する国際

関係論，アジア・中東・ラテンアメリカ地域等の内在的な理解を重

視する地域研究，グローバル・イッシューに多面的にアプローチす

るグローバル社会専攻のそれぞれの方法論を活かし，相互に連関し

てグローバル化する現代世界を総合的に理解することのできる専門

研究者及び高度専門職業人を育成する。

理工学研究科 理工学専攻 現代科学・技術の各学問領域でその進歩に寄与する専門性と，人間

社会や地球環境に与える影響を総合的に捉える学際性とを併せ持

つ，特色ある研究科を目指す。前期課程では学部教育との一貫性に

配慮しながら，複合知と専門性を兼ね備えた知的能力を持ち，人間

社会に貢献できる知的人材を育成する。後期課程では各専門分野で

自立して研究を遂行できる研究者の養成を目的とする。

地球環境学研究科 地球環境学専攻 地球環境問題の解決にむけ，高い使命感をもち，社会科学と自然科

学の知識を総合し，理論と実践を結び付ける優れた知力・学力を有

する人材の育成を目指す。前期課程においては，高度専門的な職業

を担う人材と知的素養に優れた人材を，後期課程においては，国際

的な水準の地球環境学の教育・研究を目指す人材を養成する。

別表第２～第３（略）

─ ─

制定 平成元年 月 日

改正 平成 年 月 日

（趣旨）

第 条 この細則は，上智大学大学院学則第 条第 項に基づき，上智大学（以下，「本学」という。）大学院学生の

国外への留学に関し，必要な事項を定める。

（留学の定義）

第 条 この細則の留学とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。

（ ）研究又は学修の必要から学長の許可を得て，外国の大学又はこれに相当する高等教育研究機関で，研究に従事し，

又は正規の授業を受けるとき。

（ ）外国の大学等との協定に基づき，学長の許可を得て留学するとき。

２ 前項第 号による留学を一般留学といい，第 号による留学を交換留学という。

（大学等との協定）

第 条 前条の大学等との協定には，次に定める事項を記載しなければならない。

（ ）協定期間

（ ）交換についての条件

（ ）履修可能な授業科目の範囲

（ ）交換学生数

（ ）学費及び納付方法

（ ）奨学制度の有無

（ ）その他協定の実施に必要な事項

（留学の資格者）

第 条 留学の資格者は，次の基準に該当する者とする。

（ ）本学の大学院に か年以上在学していること

（ ）前期課程の場合には，本学において修得すべき授業科目 単位以上を修得していること

２ 前項にかかわらず，専攻主任及び指導教員は，学生の研究指導上，留学することにより，研究又は学修の効果があが

るものと判断した場合は，当該学生について，本学大学院に 学期在学していること及び授業科目を 単位以上履修

登録をすることを条件に留学の資格者とすることができる。

（出願の手続）

第 条 出願者は，必要な文書を添付した所定の留学願を提出しなければならない。

２ 前項の留学願には，留学先大学名，滞在予定地，留学期間及び留学の目的等を明記し，かつ留学願を提出する前に所

属の専攻主任（以下，「所属専攻主任」という。）又は指導教員の指導により，留学先大学等で履修する科目・単位数

又は研究内容等をあらかじめ検討し，これを文書として留学願に添付しなければならない。

（留学の許可）

第 条 前条の留学願は，学長が決裁する。

２ 留学を許可された者は，出国までに留学先大学等の受入の許可書（写し）又は聴講の許可書（写し）を提出しなけれ

ばならない。

（留学期間）

第 条 留学期間は， 学期又は 学年とする。ただし，研究及び教育上特に必要と認められた場合には，最長 年を限

度とする。

２ 留学期間の延長を希望する者は，許可された留学期間終了の か月前までに，継続留学願を提出し，学長の許可を受

けなければならない。

３ 留学期間の始期及び終期は，大学院学則第 条の に定める春学期，秋学期の始期又は終期とし，これらの日付の

前後に出国又は帰国した場合，学籍上は状況に応じていずれかの日付に読み替えるものとする。

．上智大学大学院国外留学に関する細則（抄）
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─ ─

経済学研究科 経済学専攻

経営学専攻

経済学・経営学に関する深い学識を基礎に，実際的な応用能力を有

する 職業専門家，深い洞察力を備えた高い水準の研究者を育成す

る。

前期課程修了者には，専門知識を活かして，研究やコンサルティン

グに従事したり，企業実務の第一線で活躍する高度専門職業人とな

ることが期待される。

後期課程修了者には，学術・研究機関において教育・研究に従事す

ることが期待される。

言語科学研究科 言語学専攻 理論言語学，個別言語学，及び応用言語学に関して国際的視野で独

創的研究を行える研究者を養成する。また，言語聴覚障害学の基礎

および臨床における研究者を養成し，さらに，英語による授業を通

じて，英語教育に携わる教師を養成する。理論と実践が伴った国内

外で活躍できる日本語教師も養成する。

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究

科

国際関係論専攻

地域研究専攻

グローバル社会専攻

国際関係の諸側面とそれらをめぐる諸問題を多角的に研究する国際

関係論，アジア・中東・ラテンアメリカ地域等の内在的な理解を重

視する地域研究，グローバル・イッシューに多面的にアプローチす

るグローバル社会専攻のそれぞれの方法論を活かし，相互に連関し

てグローバル化する現代世界を総合的に理解することのできる専門

研究者及び高度専門職業人を育成する。

理工学研究科 理工学専攻 現代科学・技術の各学問領域でその進歩に寄与する専門性と，人間

社会や地球環境に与える影響を総合的に捉える学際性とを併せ持

つ，特色ある研究科を目指す。前期課程では学部教育との一貫性に

配慮しながら，複合知と専門性を兼ね備えた知的能力を持ち，人間

社会に貢献できる知的人材を育成する。後期課程では各専門分野で

自立して研究を遂行できる研究者の養成を目的とする。

地球環境学研究科 地球環境学専攻 地球環境問題の解決にむけ，高い使命感をもち，社会科学と自然科

学の知識を総合し，理論と実践を結び付ける優れた知力・学力を有

する人材の育成を目指す。前期課程においては，高度専門的な職業

を担う人材と知的素養に優れた人材を，後期課程においては，国際

的な水準の地球環境学の教育・研究を目指す人材を養成する。

別表第２～第３（略）

─ ─

制定 平成元年 月 日

改正 平成 年 月 日

（趣旨）

第 条 この細則は，上智大学大学院学則第 条第 項に基づき，上智大学（以下，「本学」という。）大学院学生の

国外への留学に関し，必要な事項を定める。

（留学の定義）

第 条 この細則の留学とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。

（ ）研究又は学修の必要から学長の許可を得て，外国の大学又はこれに相当する高等教育研究機関で，研究に従事し，

又は正規の授業を受けるとき。

（ ）外国の大学等との協定に基づき，学長の許可を得て留学するとき。

２ 前項第 号による留学を一般留学といい，第 号による留学を交換留学という。

（大学等との協定）

第 条 前条の大学等との協定には，次に定める事項を記載しなければならない。

（ ）協定期間

（ ）交換についての条件

（ ）履修可能な授業科目の範囲

（ ）交換学生数

（ ）学費及び納付方法

（ ）奨学制度の有無

（ ）その他協定の実施に必要な事項

（留学の資格者）

第 条 留学の資格者は，次の基準に該当する者とする。

（ ）本学の大学院に か年以上在学していること

（ ）前期課程の場合には，本学において修得すべき授業科目 単位以上を修得していること

２ 前項にかかわらず，専攻主任及び指導教員は，学生の研究指導上，留学することにより，研究又は学修の効果があが

るものと判断した場合は，当該学生について，本学大学院に 学期在学していること及び授業科目を 単位以上履修

登録をすることを条件に留学の資格者とすることができる。

（出願の手続）

第 条 出願者は，必要な文書を添付した所定の留学願を提出しなければならない。

２ 前項の留学願には，留学先大学名，滞在予定地，留学期間及び留学の目的等を明記し，かつ留学願を提出する前に所

属の専攻主任（以下，「所属専攻主任」という。）又は指導教員の指導により，留学先大学等で履修する科目・単位数

又は研究内容等をあらかじめ検討し，これを文書として留学願に添付しなければならない。

（留学の許可）

第 条 前条の留学願は，学長が決裁する。

２ 留学を許可された者は，出国までに留学先大学等の受入の許可書（写し）又は聴講の許可書（写し）を提出しなけれ

ばならない。

（留学期間）

第 条 留学期間は， 学期又は 学年とする。ただし，研究及び教育上特に必要と認められた場合には，最長 年を限

度とする。

２ 留学期間の延長を希望する者は，許可された留学期間終了の か月前までに，継続留学願を提出し，学長の許可を受

けなければならない。

３ 留学期間の始期及び終期は，大学院学則第 条の に定める春学期，秋学期の始期又は終期とし，これらの日付の

前後に出国又は帰国した場合，学籍上は状況に応じていずれかの日付に読み替えるものとする。

．上智大学大学院国外留学に関する細則（抄）
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─ ─

４ 留学期間は在学期問に算入し，修業年限に算入することのできる期間は， か年を限度とする。

５ 留学期間中も学生は本学指導教員と連絡を密に取り，勉学の進捗状況及び生活状況等を随時，報告しなければならな

い。

（留学終了の手統）

第 条 留学期間の満了した者は，帰国の日から か月以内に，所定の帰国届に履修期間及び単位取得証明等（写し）

又は受けた研究指導の報告書等を添付し，提出しなければならない。

（修得単位の換算）

第 条 留学期間中に留学先大学等で修得した授業科目の単位を，本学において修得したものとして換算することを希

望する者は，所属専攻主任又は指導教員の指導を経て単位換算願を提出しなければならない。

２ 単位換算及び認定手続きについては，別に定める。

（留学許可の取消し）

第 条 学長は，次の各号のいずれかに該当する留学生について，留学先大学等の長と協議し，所属する研究科委員会

の意見を徴し，留学の許可を取消すことができる。

（ ）研究又は学修の実があがらないと認められる者

（ ）学生査証が取得できない者

（ ）その他学生としての本分に反した者

（学費の扱い）

第 条 留学期間中に本学に納める学費については，別にこれを定める。

（事務の所管）

学生の国外留学に関する事務は，学事局学事センター及び学事局グローバル教育推進室が所管する。

（規程の改廃）

第 条 この細則の改廃は，本学院の定める手続きにより行う。

附 則

この細則は， 年（平成 年） 月 日から改正，施行する。

─ ─

制定 平成 年 月 日

改正 平成 年 月 日

（目 的）

第 条 この細則は，上智大学大学院学則（以下，「大学院学則」という。）第 条第 項の規定に基づき，上智大学

大学院における研究指導に関し，必要な事項を定める。

（定 義）

第 条 この細則における研究指導とは，大学院学則第 条第 項に規定する研究指導（学位論文の作成等に対する指

導）のことをいい，次に掲げるものを内容とする。

）学位論文の構想，準備，執筆等の学位論文作成に関する指導

）専攻ごとの学位論文提出資格要件を満たすための指導

）学会報告や学会誌投稿に関する指導

）その他，学位論文などの作成に関連する指導

（研究指導の履修）

第 条 学生は，在籍中毎学期，研究指導の履修登録を行わなければならない。ただし，交換留学又は一般留学をする

場合には，当該履修登録を免除するものとする。

２ 研究指導にかかる修得単位数は， 単位とする。

３ 研究指導の曜日及び時限等については，研究指導を行う教員とこれを受ける学生が個別に相談のうえ，決定するもの

とする。

（研究科及び専攻における取扱い）

第 条 研究科及び専攻は，この細則に定めるほか，研究指導に関連する事項について，必要に応じて個別に規定する

ことができる。

（事務の所管）

第 条 研究指導に関する事務は，学事局学事センターが所管する。

（細則の改廃）

第 条 この細則の改廃は，大学院委員会の意見を徴し，本学院の定める手続により行う。

附 則

１ この細則は， 年（平成 年） 月 日から施行する。

２ この細則は， 年（平成 年） 月 日以降の入学者から適用する。

３ この細則は， 年（平成 年） 月 日から改正，施行する。

．上智大学大学院研究指導に関する細則
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４ 留学期間は在学期問に算入し，修業年限に算入することのできる期間は， か年を限度とする。

５ 留学期間中も学生は本学指導教員と連絡を密に取り，勉学の進捗状況及び生活状況等を随時，報告しなければならな

い。

（留学終了の手統）

第 条 留学期間の満了した者は，帰国の日から か月以内に，所定の帰国届に履修期間及び単位取得証明等（写し）

又は受けた研究指導の報告書等を添付し，提出しなければならない。

（修得単位の換算）

第 条 留学期間中に留学先大学等で修得した授業科目の単位を，本学において修得したものとして換算することを希

望する者は，所属専攻主任又は指導教員の指導を経て単位換算願を提出しなければならない。

２ 単位換算及び認定手続きについては，別に定める。

（留学許可の取消し）

第 条 学長は，次の各号のいずれかに該当する留学生について，留学先大学等の長と協議し，所属する研究科委員会

の意見を徴し，留学の許可を取消すことができる。

（ ）研究又は学修の実があがらないと認められる者

（ ）学生査証が取得できない者

（ ）その他学生としての本分に反した者

（学費の扱い）

第 条 留学期間中に本学に納める学費については，別にこれを定める。

（事務の所管）

学生の国外留学に関する事務は，学事局学事センター及び学事局グローバル教育推進室が所管する。

（規程の改廃）

第 条 この細則の改廃は，本学院の定める手続きにより行う。

附 則

この細則は， 年（平成 年） 月 日から改正，施行する。

─ ─

制定 平成 年 月 日

改正 平成 年 月 日

（目 的）

第 条 この細則は，上智大学大学院学則（以下，「大学院学則」という。）第 条第 項の規定に基づき，上智大学

大学院における研究指導に関し，必要な事項を定める。

（定 義）

第 条 この細則における研究指導とは，大学院学則第 条第 項に規定する研究指導（学位論文の作成等に対する指

導）のことをいい，次に掲げるものを内容とする。

）学位論文の構想，準備，執筆等の学位論文作成に関する指導

）専攻ごとの学位論文提出資格要件を満たすための指導

）学会報告や学会誌投稿に関する指導

）その他，学位論文などの作成に関連する指導

（研究指導の履修）

第 条 学生は，在籍中毎学期，研究指導の履修登録を行わなければならない。ただし，交換留学又は一般留学をする

場合には，当該履修登録を免除するものとする。

２ 研究指導にかかる修得単位数は， 単位とする。

３ 研究指導の曜日及び時限等については，研究指導を行う教員とこれを受ける学生が個別に相談のうえ，決定するもの

とする。

（研究科及び専攻における取扱い）

第 条 研究科及び専攻は，この細則に定めるほか，研究指導に関連する事項について，必要に応じて個別に規定する

ことができる。

（事務の所管）

第 条 研究指導に関する事務は，学事局学事センターが所管する。

（細則の改廃）

第 条 この細則の改廃は，大学院委員会の意見を徴し，本学院の定める手続により行う。

附 則

１ この細則は， 年（平成 年） 月 日から施行する。

２ この細則は， 年（平成 年） 月 日以降の入学者から適用する。

３ この細則は， 年（平成 年） 月 日から改正，施行する。

．上智大学大学院研究指導に関する細則
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制定 昭和 年４月１日

改正 平成 年４月１日

（目 的）

第 条 この規程は，学位規則（昭和 年文部省令第 号），上智大学大学院学則及び上智大学学則に基づき，上智大

学（以下「本学」という。）が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

（学位の種類）

第 条 本学において，学長が授与する学位は，博士，修士，専門職学位及び学士とする。

（博 士）

第 条 博士の学位は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務

に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる学識を有する者に授与する。

（修 士）

第 条 修士の学位は，広い視野に立って精深な学識を修め，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職

業等に必要な高度の能力を有する者に授与する。

（専門職学位）

第 条の 専門職学位は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を有する者に授与

する。

（博士の学位授与の要件）

第 条 博士の学位は，本学大学院学則第 条の により，博士課程を修了した者に授与する。

第 条 前条に定める者のほか，博士の学位は，本学大学院の行う博士論文の審査に合格し，かつ，本学大学院を修了

した者と同等以上の学力を有することを試問により確認された者に授与する。

（修士の学位授与の要件）

第 条 修士の学位は，本学大学院学則第 条により，修士課程及び博士前期課程を修了した者に授与する。

（学士の学位授与の要件）

第 条の 学士の学位は，本学学則第 条により，本学を卒業した者に授与する。

（専門職学位の授与要件）

第 条の 法務博士（専門職）の学位は，本学大学院学則第 条の により，専門職学位課程を修了した者に授与す

る。

（学位論文の提出）

第 条 第 条の規定により博士論文の審査を申請し得る者は，研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修

了し得ると認めた者で，かつ修了の期日まで在籍し得る者。

第 条 第 条の規定により修士論文の審査を申請し得る者は，研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修

了し得ると認めた者で，かつ修了の期日まで在籍し得る者。

２ 修士論文提出については，あらかじめ指導教員の承認を受けるものとする。

（申請方法及び申請書類）

第 条 博士後期課程（以下「後期課程」という。）に在学する者が博士の学位を受けようとするときは，論文審査

願に論文目録，論文，論文要旨及び履歴書各 部を添え，学長に提出するものとする。

２ 第 条の規定により博士の学位を申請しようとする者は，学位申請書に論文目録，論文，論文要旨，履歴書各 部を

添え，その申請する学位の専攻分野の名称を指定して，学長に提出するものとする。

３ 修士の学位を受けようとする者は，所定の学位論文提出票に論文を添え，学長に提出するものとする。この場合，論

文の部数及び提出期限は，各研究科の定めるところによる。

４ 前 項の規定により提出する論文は，主論文 篇に限る。ただし，参考として他の論文を添付することができる。

（申請の受理）

第 条 学位論文の申請に関する事務は，学事局学事センターがこれを取り扱う。

２ 第 条の規定による学位申請の受理は，学長が決定する。

．上智大学学位規程（抄）

─ ─

３ 前項により学位論文の受理を決定したとき，学位申請者は，別に定める審査料を納付しなければならない。

４ 前項の定めにかかわらず，学位申請者が次の各号の一つに該当する場合は，審査料を免除する。

（ ）上智学院が設置する学校の専任教職員

（ ）本学大学院の後期課程に 年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けて退学したときから

年以内に学位申請のあった者

５ 受理の決定した学位論文及び納付された審査料は返還しない。

（論文審査委員会）

第 条 学位論文が受理された場合，研究科委員会は論文審査委員会を設ける。

２ 論文審査委員会は，主査 名および 名以上の副査により構成する。

３ 主査は，当該研究科に所属する大学院担当教員のうち指導教員の資格要件を備えるものと認められる者から選出し，

論文審査委員会の委員長となる。

４ 副査は，当該研究科に所属する大学院担当教員から選出する。

５ 前項の規程にかかわらず，当該研究科委員会が論文審査のために必要があると認めたときは，当該研究科委員会の議

により，本学の他研究科又は学部の教員もしくは他の大学院又は研究所等の教員等を副査として招聘することができる。

（論文の審査）

第 条の 論文審査委員会は，本学大学院学則第 条及び第 条の に規定する論文の審査及び試験並びに第 条に規

定する論文の審査及び学力の確認（以下，「試問」という）を行う。

２ 論文審査委員会は，論文審査のために必要があると認めたときは，模型又は標本その他を提出させることができる。

（試 験）

第 条 本学大学院学則第 条及び第 条の に規定する試験は，専攻学術と外国語について行う。

２ 前項に定める試験は，博士の場合，公開により行い，学位申請者，申請学位名，論文題目，日時，場所及び論文審査

委員名を大学掲示板に公示する。

３ 専攻学術についての試験は，学位論文を中心として広く関連した科目につき口述により行う。

４ 外国語についての試験は，修士の場合は か国語，博士の場合は か国語を課する。

５ 前項の規程にかかわらず，博士の場合，研究科委員会が認めた場合は， か国語にすることができる。

６ 第 項の規程にかかわらず，学位申請者の学位の種類や学位論文の性格に応じ，外国語試験を行う必要がないと研究

科委員会が認めた場合は，これを免除することができる。

（試 問）

第 条 第 条に規定する学力の確認（試問）は，専攻学術と外国語について行う。

２ 前項に定める試問は，博士の場合，公開により行い，学位申請者，申請学位名，論文題目，日時，場所及び論文審査

委員名を大学掲示板に公示する。

３ 専攻学術についての試問は，本学大学院の後期課程を修了して博士の学位を授与される者と同等以上の学力を有する

か否かについて行う。

４ 外国語についての試問は， か国語を課する。

５ 前項の規定にかかわらず，研究科委員会が認めた場合は， か国語にすることができる。

６ 第 条の規定により博士の学位を申請した者が，本学大学院の後期課程に 年以上在学し，所定の単位を修得し，か

つ，必要な研究指導を受けて退学した者であるときは，研究科委員会の議により学力の確認を免除することができる。

（審査期間）

第 条 博士論文の審査及び試験又は学力の確認は，学位申請を受理したときから 年以内に終了しなければならない。

ただし，特別の理由があるときは，研究科委員会の議を経て，その期間を延長することができる。

２ 第 条の規定により博士の学位を申請した者は，審査期間中休学又は留学することはできない。

３ 第 条の規定による修士の学位についても，第 項及び第 項の規定を準用する。

（研究科委員会の審査及び報告）

第 条 研究科委員会は，論文審査及び試験又は学力の確認の終了後，論文審査委員会からの文書による報告に基づ

いて，学位授与の可否を審査し，可決のものについては，その結果を大学院委員会に報告する。

２ 前項に定める審査は，研究科委員の 分の 以上が出席し，出席者の 分の 以上の同意を要する。ただし，公務又
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制定 昭和 年４月１日

改正 平成 年４月１日

（目 的）

第 条 この規程は，学位規則（昭和 年文部省令第 号），上智大学大学院学則及び上智大学学則に基づき，上智大

学（以下「本学」という。）が授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

（学位の種類）

第 条 本学において，学長が授与する学位は，博士，修士，専門職学位及び学士とする。

（博 士）

第 条 博士の学位は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務

に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる学識を有する者に授与する。

（修 士）

第 条 修士の学位は，広い視野に立って精深な学識を修め，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職

業等に必要な高度の能力を有する者に授与する。

（専門職学位）

第 条の 専門職学位は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を有する者に授与

する。

（博士の学位授与の要件）

第 条 博士の学位は，本学大学院学則第 条の により，博士課程を修了した者に授与する。

第 条 前条に定める者のほか，博士の学位は，本学大学院の行う博士論文の審査に合格し，かつ，本学大学院を修了

した者と同等以上の学力を有することを試問により確認された者に授与する。

（修士の学位授与の要件）

第 条 修士の学位は，本学大学院学則第 条により，修士課程及び博士前期課程を修了した者に授与する。

（学士の学位授与の要件）

第 条の 学士の学位は，本学学則第 条により，本学を卒業した者に授与する。

（専門職学位の授与要件）

第 条の 法務博士（専門職）の学位は，本学大学院学則第 条の により，専門職学位課程を修了した者に授与す

る。

（学位論文の提出）

第 条 第 条の規定により博士論文の審査を申請し得る者は，研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修

了し得ると認めた者で，かつ修了の期日まで在籍し得る者。

第 条 第 条の規定により修士論文の審査を申請し得る者は，研究科委員会が本学大学院学則で定める修了の期日に修

了し得ると認めた者で，かつ修了の期日まで在籍し得る者。

２ 修士論文提出については，あらかじめ指導教員の承認を受けるものとする。

（申請方法及び申請書類）

第 条 博士後期課程（以下「後期課程」という。）に在学する者が博士の学位を受けようとするときは，論文審査

願に論文目録，論文，論文要旨及び履歴書各 部を添え，学長に提出するものとする。

２ 第 条の規定により博士の学位を申請しようとする者は，学位申請書に論文目録，論文，論文要旨，履歴書各 部を

添え，その申請する学位の専攻分野の名称を指定して，学長に提出するものとする。

３ 修士の学位を受けようとする者は，所定の学位論文提出票に論文を添え，学長に提出するものとする。この場合，論

文の部数及び提出期限は，各研究科の定めるところによる。

４ 前 項の規定により提出する論文は，主論文 篇に限る。ただし，参考として他の論文を添付することができる。

（申請の受理）

第 条 学位論文の申請に関する事務は，学事局学事センターがこれを取り扱う。

２ 第 条の規定による学位申請の受理は，学長が決定する。

．上智大学学位規程（抄）

─ ─

３ 前項により学位論文の受理を決定したとき，学位申請者は，別に定める審査料を納付しなければならない。

４ 前項の定めにかかわらず，学位申請者が次の各号の一つに該当する場合は，審査料を免除する。

（ ）上智学院が設置する学校の専任教職員

（ ）本学大学院の後期課程に 年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けて退学したときから

年以内に学位申請のあった者

５ 受理の決定した学位論文及び納付された審査料は返還しない。

（論文審査委員会）

第 条 学位論文が受理された場合，研究科委員会は論文審査委員会を設ける。

２ 論文審査委員会は，主査 名および 名以上の副査により構成する。

３ 主査は，当該研究科に所属する大学院担当教員のうち指導教員の資格要件を備えるものと認められる者から選出し，

論文審査委員会の委員長となる。

４ 副査は，当該研究科に所属する大学院担当教員から選出する。

５ 前項の規程にかかわらず，当該研究科委員会が論文審査のために必要があると認めたときは，当該研究科委員会の議

により，本学の他研究科又は学部の教員もしくは他の大学院又は研究所等の教員等を副査として招聘することができる。

（論文の審査）

第 条の 論文審査委員会は，本学大学院学則第 条及び第 条の に規定する論文の審査及び試験並びに第 条に規

定する論文の審査及び学力の確認（以下，「試問」という）を行う。

２ 論文審査委員会は，論文審査のために必要があると認めたときは，模型又は標本その他を提出させることができる。

（試 験）

第 条 本学大学院学則第 条及び第 条の に規定する試験は，専攻学術と外国語について行う。

２ 前項に定める試験は，博士の場合，公開により行い，学位申請者，申請学位名，論文題目，日時，場所及び論文審査

委員名を大学掲示板に公示する。

３ 専攻学術についての試験は，学位論文を中心として広く関連した科目につき口述により行う。

４ 外国語についての試験は，修士の場合は か国語，博士の場合は か国語を課する。

５ 前項の規程にかかわらず，博士の場合，研究科委員会が認めた場合は， か国語にすることができる。

６ 第 項の規程にかかわらず，学位申請者の学位の種類や学位論文の性格に応じ，外国語試験を行う必要がないと研究

科委員会が認めた場合は，これを免除することができる。

（試 問）

第 条 第 条に規定する学力の確認（試問）は，専攻学術と外国語について行う。

２ 前項に定める試問は，博士の場合，公開により行い，学位申請者，申請学位名，論文題目，日時，場所及び論文審査

委員名を大学掲示板に公示する。

３ 専攻学術についての試問は，本学大学院の後期課程を修了して博士の学位を授与される者と同等以上の学力を有する

か否かについて行う。

４ 外国語についての試問は， か国語を課する。

５ 前項の規定にかかわらず，研究科委員会が認めた場合は， か国語にすることができる。

６ 第 条の規定により博士の学位を申請した者が，本学大学院の後期課程に 年以上在学し，所定の単位を修得し，か

つ，必要な研究指導を受けて退学した者であるときは，研究科委員会の議により学力の確認を免除することができる。

（審査期間）

第 条 博士論文の審査及び試験又は学力の確認は，学位申請を受理したときから 年以内に終了しなければならない。

ただし，特別の理由があるときは，研究科委員会の議を経て，その期間を延長することができる。

２ 第 条の規定により博士の学位を申請した者は，審査期間中休学又は留学することはできない。

３ 第 条の規定による修士の学位についても，第 項及び第 項の規定を準用する。

（研究科委員会の審査及び報告）

第 条 研究科委員会は，論文審査及び試験又は学力の確認の終了後，論文審査委員会からの文書による報告に基づ

いて，学位授与の可否を審査し，可決のものについては，その結果を大学院委員会に報告する。

２ 前項に定める審査は，研究科委員の 分の 以上が出席し，出席者の 分の 以上の同意を要する。ただし，公務又
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は出張のため研究科委員会に出席することができない委員については，委員の数に算入しない。

（意見具申）

第 条 大学院委員会は，研究科委員会の報告に基づいて，学位授与につき学長に意見を述べる。

２ 大学院委員会が前項により意見を述べるにあたっては，委員の 分の 以上の出席及び出席者の 分の 以上の同意

を必要とし，本学大学院学則で定める修了の期日以前にこれを行う。

（学位の授与）

第 条 学長は，大学院委員会の意見を徴し，学位の授与を決裁の上，学位の授与及び学位記の交付を行う。

２ 第 条，第 条で定める学位の授与日は，本学大学院学則で定める修了の期日とする。

（論文要旨等の公表）

第 条 本学は，博士の学位を授与したときは，博士の学位を授与した日から か月以内に，その論文の内容の要旨及

び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。

（学位論文の公表）

第 条 博士の学位を授与された者は，博士の学位を授与された日から 年以内に，当該博士の学位の授与に係る論文

の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前にすでに公表したときは，この限りでな

い。

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事由がある場合は，本学の承認を得て，当該博士の学位の授与に係る論文の

全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において，本学は当該論文の全文を求めに応

じて閲覧に供する。

３ 第 項の規定により論文を公表する場合には，上智大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。

（学位の名称）

第 条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは，「上智大学」と付記しなければならない。

２ 学位の名称は，上智大学学則第 条 項に基づき別表 （略）のとおりとする。

３ 学位の名称は，上智大学大学院学則第 条第 項により別表 （略）のとおりとする。

４ 前項にかかわらず上智大学大学院学則第 条第 項により，「学術」の名称を付記することができる。

（学位授与の取消し）

第 条 学長は，次の各号に該当する場合，大学院委員会の意見を徴し，学位の授与を取り消し，学位記を返還させ，

かつ，その旨を公表する。

（ ）学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。

（ ）学位を授与された者が，その名誉を汚辱する行為をしたとき。

２ 大学院委員会が前項により意見を述べるにあたっては，委員の 分の 以上の出席及び出席者の 分の 以上の同意

を必要とする。この場合，第 条第 項ただし書きの規定を準用する。

（学位授与の報告）

第 条 博士の学位を授与したときは，学長は，学位規則第 条の定めるところにより，文部科学大臣に報告する。

（学位記及び書類の様式）

第 条 学位記及び学位申請関係書類の様式は，別記様式のとおりとする。

附 則

この規程は， 年（平成 年） 月 日から改正，施行する。

─ ─

別記様式

一 （第五条による場合一・進学者） 二 （第五条による場合二・編入者）

三 （第六条による場合） 四 （第七条の一による場合）

甲第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学大学院○○研究科○○専攻の博士課程を修了

したので博士（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
DOCTOR OF ○○○○○

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   satisfied   all   the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

甲第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学大学院○○研究科○○専攻の博士後期課程を

修了したので博士（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
DOCTOR OF ○○○○○

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   satisfied   all   the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

乙第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学に学位論文を提出しその審査に合格し、かつ、

所定の学力を有するものと認められるので、博士

（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
DOCTOR  OF  ○○○○○ 

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   submitted   a   dissertation   and   passed 
The   required   examinations 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature  
President ○○ ○○

第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学大学院○○研究科○○専攻の博士前期課程を

修了したので修士（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA UNIVERSITY 
Tokyo, Japan 

Confers the academic degree of 
MASTER OF ○○○○○

Upon 
JOCHI TARO 

Who has satisfied all the 
University’s requirements 

GIVEN UNDER THE SEAL OF  
THE  UNIVERSITY 

this ○○th day of ○○20○○
signature 

President ○○ ○○
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は出張のため研究科委員会に出席することができない委員については，委員の数に算入しない。

（意見具申）

第 条 大学院委員会は，研究科委員会の報告に基づいて，学位授与につき学長に意見を述べる。

２ 大学院委員会が前項により意見を述べるにあたっては，委員の 分の 以上の出席及び出席者の 分の 以上の同意

を必要とし，本学大学院学則で定める修了の期日以前にこれを行う。

（学位の授与）

第 条 学長は，大学院委員会の意見を徴し，学位の授与を決裁の上，学位の授与及び学位記の交付を行う。

２ 第 条，第 条で定める学位の授与日は，本学大学院学則で定める修了の期日とする。

（論文要旨等の公表）

第 条 本学は，博士の学位を授与したときは，博士の学位を授与した日から か月以内に，その論文の内容の要旨及

び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。

（学位論文の公表）

第 条 博士の学位を授与された者は，博士の学位を授与された日から 年以内に，当該博士の学位の授与に係る論文

の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前にすでに公表したときは，この限りでな

い。

２ 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事由がある場合は，本学の承認を得て，当該博士の学位の授与に係る論文の

全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において，本学は当該論文の全文を求めに応

じて閲覧に供する。

３ 第 項の規定により論文を公表する場合には，上智大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。

（学位の名称）

第 条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは，「上智大学」と付記しなければならない。

２ 学位の名称は，上智大学学則第 条 項に基づき別表 （略）のとおりとする。

３ 学位の名称は，上智大学大学院学則第 条第 項により別表 （略）のとおりとする。

４ 前項にかかわらず上智大学大学院学則第 条第 項により，「学術」の名称を付記することができる。

（学位授与の取消し）

第 条 学長は，次の各号に該当する場合，大学院委員会の意見を徴し，学位の授与を取り消し，学位記を返還させ，

かつ，その旨を公表する。

（ ）学位を授与された者が不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。

（ ）学位を授与された者が，その名誉を汚辱する行為をしたとき。

２ 大学院委員会が前項により意見を述べるにあたっては，委員の 分の 以上の出席及び出席者の 分の 以上の同意

を必要とする。この場合，第 条第 項ただし書きの規定を準用する。

（学位授与の報告）

第 条 博士の学位を授与したときは，学長は，学位規則第 条の定めるところにより，文部科学大臣に報告する。

（学位記及び書類の様式）

第 条 学位記及び学位申請関係書類の様式は，別記様式のとおりとする。

附 則

この規程は， 年（平成 年） 月 日から改正，施行する。

─ ─

別記様式

一 （第五条による場合一・進学者） 二 （第五条による場合二・編入者）

三 （第六条による場合） 四 （第七条の一による場合）

甲第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学大学院○○研究科○○専攻の博士課程を修了

したので博士（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
DOCTOR OF ○○○○○

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   satisfied   all   the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

甲第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学大学院○○研究科○○専攻の博士後期課程を

修了したので博士（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
DOCTOR OF ○○○○○

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   satisfied   all   the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

乙第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学に学位論文を提出しその審査に合格し、かつ、

所定の学力を有するものと認められるので、博士

（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
DOCTOR  OF  ○○○○○ 

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   submitted   a   dissertation   and   passed 
The   required   examinations 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature  
President ○○ ○○

第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学大学院○○研究科○○専攻の博士前期課程を

修了したので修士（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA UNIVERSITY 
Tokyo, Japan 

Confers the academic degree of 
MASTER OF ○○○○○

Upon 
JOCHI TARO 

Who has satisfied all the 
University’s requirements 

GIVEN UNDER THE SEAL OF  
THE  UNIVERSITY 

this ○○th day of ○○20○○
signature 

President ○○ ○○

　

	

上
智
大
学
学

19
　

	

位
規
程
（
抄
）



─ ─

五 （第七条の二による場合） 六 （第七条の三による場合）

七 （課程博士） 八 （論文博士）

九 十

年 月 日

上智大学長

氏 名殿

氏 名○印

論文審査願

学位規程第 条の規定により、

博士（○○）論文の審査をお願い

いたします。

年 月 日

上智大学長

氏 名殿

氏 名○印

学位申請書

学位規程第 条の規定により、

博士（○○）の学位授与を申請い

たします。

論 文 目 録

学位申請者 氏 名○印

論 文

１ 題 目

２ 公表の方法および時期

３ 部 数

（参考論文）

１ 題 目

２ 公表の方法および時期

３ 部 数

年 月 日

履 歴 書

氏 名○印

年 月 日生

本 籍

現住所

学 歴

年 月 日

職 歴

年 月 日

研究歴および研究業績

年 月 日

第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学○○学部○○学科所定の課程を修め本学を卒

業したので学士（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
BACHELOR  OF ○○○○○

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   satisfied   all    the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学大学院法学研究科法曹養成専攻の専門職学位

課程（法科大学院の課程）を修了したので法務博

士（専門職）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA UNIVERSITY 
Tokyo, Japan 

Confers the academic degree of 
JURIS DOCTOR 

Upon 
JOCHI TARO 

Who has satisfied all the 
University’s requirements 

GIVEN UNDER THE SEAL OF THE  UNIVERSITY 
this ○○th day of ○○20○○

signature 
President ○○ ○○

─ ─

制定 平成 年 月 日

改正 平成 年 月 日

第 条 この内規は上智大学学位規程第５条に規定する博士の学位授与に関する特例について定める。

第 条 次の各号のいずれにも該当する者が退学後３年以内に学位論文を提出した場合には，課程博士の学位論文審査

及び最終試験を受けることができるものとする。

（ ）本学大学院の博士後期課程に在籍し，休学期間を除き３年以上在学し，学位を授与されずに退学した者

（ ）専攻の定める修了要件により所定の単位を修得し，かつ必要な研究指導を受けた者，又は専攻の定める修了要件に

より必要な研究指導を受けた者

第 条 この特例の適用を受けようとする者は，所定の「満期退学願」を，原則として，退学日の１か月前までに専攻

主任に提出し，学長の決裁を受けなければならない。

第 条 第２条の取扱いを受けようとする者は，所定の期日までに「課程博士学位論文提出申請書」を提出し，専攻主

任，研究科委員長の審査を経て学長の決裁を受けなければならない。

第 条 この特例の適用を受ける者に係る学位論文審査手数料等，学位請求に必要な費用については別に定める。

本内規に規定していない事項については，上智大学学位規程の定めるとおりとする。

また，本内規は，平成 年度（ 年度）から平成 年度（ 年度）の入学者に適用する。

附 則

１ この内規は，平成 年 月 日から施行する。ただし，平成 年度以降の入学者に適用する。

２ 前項にかかわらず，この内規の運用に際しては施行日より 年間（平成 年 月 日まで），次の者を適用対象者

に加える経過措置をとるものとする。ただし，この措置をとる場合には当該専攻教授会の議を経なければならない。

［本内規第２条の各号のいずれにも該当する者であって，平成 年 月 日以後に退学した者］

 
附 則

１ この内規は，平成 年（ 年） 月 日から，改正，施行する。

．課程博士の学位申請に関する特例（内規）
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─ ─

五 （第七条の二による場合） 六 （第七条の三による場合）

七 （課程博士） 八 （論文博士）

九 十

年 月 日

上智大学長

氏 名殿

氏 名○印

論文審査願

学位規程第 条の規定により、

博士（○○）論文の審査をお願い

いたします。

年 月 日

上智大学長

氏 名殿

氏 名○印

学位申請書

学位規程第 条の規定により、

博士（○○）の学位授与を申請い

たします。

論 文 目 録

学位申請者 氏 名○印

論 文

１ 題 目

２ 公表の方法および時期

３ 部 数

（参考論文）

１ 題 目

２ 公表の方法および時期

３ 部 数

年 月 日

履 歴 書

氏 名○印

年 月 日生

本 籍

現住所

学 歴

年 月 日

職 歴

年 月 日

研究歴および研究業績

年 月 日

第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学○○学部○○学科所定の課程を修め本学を卒

業したので学士（専攻名）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA   UNIVERSITY 
Tokyo,   Japan 

Confers   the   academic   degree   of 
BACHELOR  OF ○○○○○

Upon 
JOCHI   TARO 

Who   has   satisfied   all    the 
University’s   requirements 

GIVEN   UNDER   THE   SEAL   OF   THE   UNIVERSITY 
this  ○○ th  day  of  ○○20○○ 

signature 
President ○○ ○○

第 号

学位記

氏名○○○○

○○○○年○○月○○日生

本学大学院法学研究科法曹養成専攻の専門職学位

課程（法科大学院の課程）を修了したので法務博

士（専門職）の学位を授与する

○○○○年○○月○○日

上智大学長 ○○ ○○ ○印

SOPHIA UNIVERSITY 
Tokyo, Japan 

Confers the academic degree of 
JURIS DOCTOR 

Upon 
JOCHI TARO 

Who has satisfied all the 
University’s requirements 

GIVEN UNDER THE SEAL OF THE  UNIVERSITY 
this ○○th day of ○○20○○

signature 
President ○○ ○○

─ ─

制定 平成 年 月 日

改正 平成 年 月 日

第 条 この内規は上智大学学位規程第５条に規定する博士の学位授与に関する特例について定める。

第 条 次の各号のいずれにも該当する者が退学後３年以内に学位論文を提出した場合には，課程博士の学位論文審査

及び最終試験を受けることができるものとする。

（ ）本学大学院の博士後期課程に在籍し，休学期間を除き３年以上在学し，学位を授与されずに退学した者

（ ）専攻の定める修了要件により所定の単位を修得し，かつ必要な研究指導を受けた者，又は専攻の定める修了要件に

より必要な研究指導を受けた者

第 条 この特例の適用を受けようとする者は，所定の「満期退学願」を，原則として，退学日の１か月前までに専攻

主任に提出し，学長の決裁を受けなければならない。

第 条 第２条の取扱いを受けようとする者は，所定の期日までに「課程博士学位論文提出申請書」を提出し，専攻主

任，研究科委員長の審査を経て学長の決裁を受けなければならない。

第 条 この特例の適用を受ける者に係る学位論文審査手数料等，学位請求に必要な費用については別に定める。

本内規に規定していない事項については，上智大学学位規程の定めるとおりとする。

また，本内規は，平成 年度（ 年度）から平成 年度（ 年度）の入学者に適用する。

附 則

１ この内規は，平成 年 月 日から施行する。ただし，平成 年度以降の入学者に適用する。

２ 前項にかかわらず，この内規の運用に際しては施行日より 年間（平成 年 月 日まで），次の者を適用対象者

に加える経過措置をとるものとする。ただし，この措置をとる場合には当該専攻教授会の議を経なければならない。

［本内規第２条の各号のいずれにも該当する者であって，平成 年 月 日以後に退学した者］

 
附 則

１ この内規は，平成 年（ 年） 月 日から，改正，施行する。

．課程博士の学位申請に関する特例（内規）
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（平成２８年４月１日改正施行予定）

上智大学学則全文は，公式ホームページに公開しています。

第１章 設立目的及び使命

第１条 上智大学（以下「本学」という。）は，イエズス会の設立にかかり，その法的設置者は学校法人上智学院である。

第２条 本学は，カトリシズムの精神にのっとり，学術の中心として，真理を探求し，広い知識と深い専門の学芸を教授

し，知的，道徳的及び応用的能力の展開による人間形成につとめ，有能な社会の先導者を育成するとともに，文化の発

展と人類の福祉に寄与することを目的とする。

第３条 本学は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動の状況について自

己点検及び評価を実施するものとする。

２ 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については，別に定める。

３ 本学は，教授法や授業運営などの改善や教育活動にかかる知識・技能・能力の獲得又は向上を組織的に支援するため

にファカルティ・ディベロップメント活動を実施するものとする。

４ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施体制並びに方法については，別に定める。

第２章 大学の組織

第４条 教育研究上の基本組織として，本学に次の学部学科を置く。

神 学 部 神学科

文 学 部 哲学科，史学科，国文学科，英文学科，ドイツ文学科，

フランス文学科，新聞学科

総 合 人 間 科 学 部 教育学科，心理学科，社会学科，社会福祉学科，

看護学科

法 学 部 法律学科，国際関係法学科，地球環境法学科

経 済 学 部 経済学科，経営学科

外 国 語 学 部 英語学科，ドイツ語学科，フランス語学科，

イスパニア語学科，ロシア語学科，ポルトガル語学科

総 合 グ ロ ー バ ル 学 部 総合グローバル学科

国 際 教 養 学 部 国際教養学科

理 工 学 部 物質生命理工学科，機能創造理工学科，情報理工学科

電気・電子工学科

ただし，理工学部電気・電子工学科については，第２４条に定める入学者の募集を停止する。

２ 学生の履修上の区分に応じて，副専攻及び研究室等を置くことができる。これに関する事項については，別に定める。

３ 各学部に共通する言語教育を行うために，言語教育研究センターを置く。言語教育研究センターに関する事項につい

ては，別に定める。

４ 本学の教育のグローバル化を促進するため，グローバル教育センターを置く。グローバル教育センターに関する事項

については，別に定める。

５ 第１項に定める学部及び学科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については，第２条に定める各学

部共通の目的のほか，各学部の設置趣旨に基づき，別に定める。

第５条 本学に大学院を置く。

２ 大学院の学則は，別に定める。

第６条 本学に図書館，研究機構，センターその他の附属教育研究機関を置く。これに関する事項については，別に定め

る。

．上智大学学則（抄）

─ ─

第６章 修業年限，学年，学期及び休業日

第１３条 本学の修業年限は，本規程に特別の定めのある場合を除いては４年とする。

第１４条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第１５条 学期は，学年を分けて，春学期および秋学期とし，それぞれ次の期間とする。

春学期 ４月１日から９月２０日まで

秋学期 ９月２１日から翌年３月３１日まで

第１７条 授業休業日は，次のとおりとする。

ただし，第６号から第８号の授業休業期間の始期及び終期は，年度により別に定める。

（ ）土曜日

（ ）日曜日

（ ）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（ ）創立記念日（１１月１日）

（ ）聖ザビエルの祝日（１２月３日）

（ ）春期休業

（ ）夏期休業

（ ）冬期休業

２ 学長は必要に応じ，前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。

３ 学長は必要に応じ，第１項各号に定める授業休業日を，授業日（補講日及び集中講義期間を含む）とすることができ

る。

第７章 授業科目及び単位

第１９条 授業科目の種類は，全学共通科目，語学科目及び学科科目とし，各々を必修科目，選択科目及び自由科目に区

分する。

２ 授業科目の編成は，別に定める。

３ 前項で定めるもののほか，学長は臨時に授業科目を開設することができる。

第２０条 授業科目を履修する場合，その授業に出席し，かつ，試験に合格した者には，その授業科目所定の単位を与え

る。

２ 授業科目の単位は，別に定めるところによる。

第２２条 授業科目の単位数は，１単位履修に４５時間の学修を要することを標準とし，次の基準によって授業時間に対

応した単位数を計算する。

（ ）講義及び演習については，１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。

（ ）実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等については，これらの学修の成果を評価し，単位を付与することが

適切と認められた場合にはこれらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。

３ １単位の計算基礎となる授業時間については，学長がこれを決定する。

第８章 入学，編入学，転部科，休学，留学，退学及び再入学

第２３条 入学時期は，学期の初めとする。

第２４条 本学は，次の各号の一に該当する者につき選考の上，入学を許可する。

（ ）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者

（ ）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者

（ ）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
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（平成２８年４月１日改正施行予定）

上智大学学則全文は，公式ホームページに公開しています。

第１章 設立目的及び使命

第１条 上智大学（以下「本学」という。）は，イエズス会の設立にかかり，その法的設置者は学校法人上智学院である。

第２条 本学は，カトリシズムの精神にのっとり，学術の中心として，真理を探求し，広い知識と深い専門の学芸を教授

し，知的，道徳的及び応用的能力の展開による人間形成につとめ，有能な社会の先導者を育成するとともに，文化の発

展と人類の福祉に寄与することを目的とする。

第３条 本学は，教育研究水準の向上を図り，その目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動の状況について自

己点検及び評価を実施するものとする。

２ 自己点検及び評価の実施体制並びに方法については，別に定める。

３ 本学は，教授法や授業運営などの改善や教育活動にかかる知識・技能・能力の獲得又は向上を組織的に支援するため

にファカルティ・ディベロップメント活動を実施するものとする。

４ ファカルティ・ディベロップメント活動の実施体制並びに方法については，別に定める。

第２章 大学の組織

第４条 教育研究上の基本組織として，本学に次の学部学科を置く。

神 学 部 神学科

文 学 部 哲学科，史学科，国文学科，英文学科，ドイツ文学科，

フランス文学科，新聞学科

総 合 人 間 科 学 部 教育学科，心理学科，社会学科，社会福祉学科，

看護学科

法 学 部 法律学科，国際関係法学科，地球環境法学科

経 済 学 部 経済学科，経営学科

外 国 語 学 部 英語学科，ドイツ語学科，フランス語学科，

イスパニア語学科，ロシア語学科，ポルトガル語学科

総 合 グ ロ ー バ ル 学 部 総合グローバル学科

国 際 教 養 学 部 国際教養学科

理 工 学 部 物質生命理工学科，機能創造理工学科，情報理工学科

電気・電子工学科

ただし，理工学部電気・電子工学科については，第２４条に定める入学者の募集を停止する。

２ 学生の履修上の区分に応じて，副専攻及び研究室等を置くことができる。これに関する事項については，別に定める。

３ 各学部に共通する言語教育を行うために，言語教育研究センターを置く。言語教育研究センターに関する事項につい

ては，別に定める。

４ 本学の教育のグローバル化を促進するため，グローバル教育センターを置く。グローバル教育センターに関する事項

については，別に定める。

５ 第１項に定める学部及び学科ごとの教育研究上の目的及び人材の養成に関する目的については，第２条に定める各学

部共通の目的のほか，各学部の設置趣旨に基づき，別に定める。

第５条 本学に大学院を置く。

２ 大学院の学則は，別に定める。

第６条 本学に図書館，研究機構，センターその他の附属教育研究機関を置く。これに関する事項については，別に定め

る。

．上智大学学則（抄）

─ ─

第６章 修業年限，学年，学期及び休業日

第１３条 本学の修業年限は，本規程に特別の定めのある場合を除いては４年とする。

第１４条 学年は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第１５条 学期は，学年を分けて，春学期および秋学期とし，それぞれ次の期間とする。

春学期 ４月１日から９月２０日まで

秋学期 ９月２１日から翌年３月３１日まで

第１７条 授業休業日は，次のとおりとする。

ただし，第６号から第８号の授業休業期間の始期及び終期は，年度により別に定める。

（ ）土曜日

（ ）日曜日

（ ）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（ ）創立記念日（１１月１日）

（ ）聖ザビエルの祝日（１２月３日）

（ ）春期休業

（ ）夏期休業

（ ）冬期休業

２ 学長は必要に応じ，前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。

３ 学長は必要に応じ，第１項各号に定める授業休業日を，授業日（補講日及び集中講義期間を含む）とすることができ

る。

第７章 授業科目及び単位

第１９条 授業科目の種類は，全学共通科目，語学科目及び学科科目とし，各々を必修科目，選択科目及び自由科目に区

分する。

２ 授業科目の編成は，別に定める。

３ 前項で定めるもののほか，学長は臨時に授業科目を開設することができる。

第２０条 授業科目を履修する場合，その授業に出席し，かつ，試験に合格した者には，その授業科目所定の単位を与え

る。

２ 授業科目の単位は，別に定めるところによる。

第２２条 授業科目の単位数は，１単位履修に４５時間の学修を要することを標準とし，次の基準によって授業時間に対

応した単位数を計算する。

（ ）講義及び演習については，１５時間から３０時間の授業をもって１単位とする。

（ ）実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間の授業をもって１単位とする。

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究等については，これらの学修の成果を評価し，単位を付与することが

適切と認められた場合にはこれらに必要な学修等を考慮して，単位数を定めることができる。

３ １単位の計算基礎となる授業時間については，学長がこれを決定する。

第８章 入学，編入学，転部科，休学，留学，退学及び再入学

第２３条 入学時期は，学期の初めとする。

第２４条 本学は，次の各号の一に該当する者につき選考の上，入学を許可する。

（ ）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者

（ ）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者

（ ）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
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（ ）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

（ ）文部科学大臣の指定した者

（ ）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（ ）その他相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者

２ 入学の許可は，学長がこれを決定する。

第２５条 本学への入学を志願する者は，所定の入学検定料を納入し，入学願書に次の書類を添えて，指定の期日までに

願い出なければならない。

（ ）出身高等学校長から提出される調査書又は成績証明書，認定試験合格者はその合格証明書及び合格成績証明書，国

際バカロレア資格を有する者は，ＩＢディプロマ及び成績評価証明書

（ ）その他必要書類

２ 既納の入学検定料は，返還しない。

第２６条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより，選考を行う。

第２７条 前条に基づき入学を許可された者は，次の書類に入学納付金を添えて，指定の期日までに提出しなければなら

ない。

（ ）保証人連署の誓約書

（ ）地方自治体の発行する「住民票の写し」（日本国籍以外の国籍を有する者は，「住民票の写し」及び在留カードの

写し）

（ ）出身高等学校等の卒業（修了）証明書

（ ）その他必要書類

第２８条 保証人は，日本国内に居住し，一家計を立てる成年者で，入学者の学費と一身上に関する一切の責任を負うこ

とができる者で，原則として父母とする。ただし，日本国籍を有さない者については，国外に居住する者でも許可する。

第２９条 本学を卒業又は中途退学し，再び入学しようとする者については，別に定める。

第３０条 他の大学等（外国の大学，短期大学等を含む。）から本学に編入学を希望する者については，選考によって入

学を許可することができる。

２ 編入学者に関する事項については，別に定める。

第３１条 他学部，他学科への転部科を希望する者については，選考によって許可することができる。

２ 転部科に関する事項は別に定める。

第３２条 病気その他のやむを得ない理由で休学しようとする者は，その理由を詳記した休学願を提出し，学長の許可を

受けなければならない。この場合において，病気のために休学する者は，医師の診断書を添えなければならない。

２ 休学の期間は，１学期又は１学年を区分とし，連続２年，通算４年を超えることができない。

３ 許可された休学期間が満了した場合は，復学となる。ただし，病気によって休学の許可を受けた者は，医師の診断書

を添えた所定の復学届を提出しなければならない。

４ 休学期間中に休学の事由がやみ，復学しようとする者は，所定の復学届を提出しなければならない。

第３３条 本学との間に協定がある国外大学か，又は学長が許可した学位授与権をもつ国外大学に留学を希望する者があ

る場合，審査の上，本人の教育上有益であると認められたときは，これを許可することができる。

２ 留学に関する事項は別に定める。

３ 留学期間中に修得した単位の換算及び認定については別に定める。

第３４条 本学が教育上有益と認めるときは，在学中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修

得した単位（留学中に修得した単位を含む。）及び文部科学大臣が別に定める学修のうち，本学の授業科目に相当する

と認められる単位を，４０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。

２ 本学が教育上有益と認めるときは，本学へ入学前に大学若しくは短期大学等において履修した授業科目について修得

した単位及び文部科学大臣が別に定める学修のうち，本学の授業科目に相当すると認められる単位を，編入学の場合を

除き，３０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。

３ 前２項により，本学において修得したものとみなすことができる単位は，６０単位を超えないものとする。

４ 第１項及び第２項において，上智社会福祉専門学校において修得した単位を本学において修得したものとみなすこと

ができる。

─ ─

５ 他の大学及び短期大学等並びに上智社会福祉専門学校での履修及び修得した単位の認定については別に定める。

第３８条 本学に在学する年数は，８年を超えることができない。

２ 前項の在学年数には，休学期間を含まないものとする。

第３９条 退学しようとする者は，所定の様式による退学願を学生証とともに提出し，学長の許可を受けなければならな

い。

２ 退学を願い出る者は，その時期までの授業料等を完納しなければならない。

第４０条 連続する２か年において，学部学科が指定する授業科目を含む３２単位以上を修得できない者については，学

長が退学を決定する。

第９章 履修及び登録

第４１条 全学共通科目については，体育２単位を必修とし，合計２６単位を修得しなければならない。

２ 第１項にかかわらず，総合人間科学部看護学科にあっては，外国語８単位，及び体育２単位を必修とし，合計３０単

位を修得しなければならない。

３ 第１項にかかわらず，文学部英文学科，外国語学部英語学科及び国際教養学部にあっては，体育２単位を必修とし，

合計２２単位を修得しなければならない。

４ 全学共通科目は，必修単位を除き，学科により教育上必要があるときは，学長の決定により，学科科目の単位に充当

することができる。ただし，国際教養学部を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を１２単位とする。

５ 学科科目のうち，所定の学科科目については，全学共通科目（必修を除く）の単位に充当することができる。ただし，

国際教養学部を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を４単位とする。

第４１条の２ 語学科目は，外国語（英語）４単位を必修とする。ただし，文学部英文学科，外国語学部英語学科及び国

際教養学部にあっては，外国語８単位を必修とする。

２ 語学科目は，必修単位を除き，全学共通科目（必修を除く）の単位に充当することができる。ただし，国際教養学部

を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を８単位とする。

３ 語学科目は，必修単位を除き，学科により教育上必要があるときは，学長の決定により，学科科目の単位に充当する

ことができる。

４ 第１項から第３項については，総合人間科学部看護学科には適用しない。

第４１条の３ 学科により教育上必要があるときは，大学院研究科が指定した科目の範囲内で，別に定めるところにより

大学院開設科目の履修を認めることがある。この場合において，当該科目の修得単位は卒業に必要な単位としては算入

できないものとする。

第４２条 学科科目については，各学科所定の最低基準以上の単位を修得しなければならない。

２ 前項の最低基準は，必修科目及び選択科目をあわせて９４単位以上でなければならない。

３ 前項の科目のうち，各学科所定の範囲内における単位を，他学科で開講される学科科目の単位で代えることができる。

第４５条 教員の資格を得ようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）にのっとり，別に定める教職課程所定の科目を履修し，その単位を修得しなければな

らない。

２ 本学の学部，学科において取得できる教育職員免許状の種類は，別表第２ 略 の定めるところによる。

第４６条 教職に関する科目の単位（ただし，教育実習を除く。）は，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，学

科科目における選択科目の単位として計算することができる。

第４７条 学芸員の資格を得ようとする者は，別に定める学芸員課程所定の科目を履修し，その単位を修得しなければな

らない。

２ 学芸員に関する科目の単位（ただし，博物館実習を除く。）は，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，学科

科目における選択科目の単位として計算することができる。

第４９条 卒業論文については，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，期日までに提出しなければならない。

第５０条 履修しようとする授業科目は，所定の期間に登録しなければならない。
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（ ）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

（ ）文部科学大臣の指定した者

（ ）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（ ）その他相当の年齢に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者

２ 入学の許可は，学長がこれを決定する。

第２５条 本学への入学を志願する者は，所定の入学検定料を納入し，入学願書に次の書類を添えて，指定の期日までに

願い出なければならない。

（ ）出身高等学校長から提出される調査書又は成績証明書，認定試験合格者はその合格証明書及び合格成績証明書，国

際バカロレア資格を有する者は，ＩＢディプロマ及び成績評価証明書

（ ）その他必要書類

２ 既納の入学検定料は，返還しない。

第２６条 前条の入学志願者については，別に定めるところにより，選考を行う。

第２７条 前条に基づき入学を許可された者は，次の書類に入学納付金を添えて，指定の期日までに提出しなければなら

ない。

（ ）保証人連署の誓約書

（ ）地方自治体の発行する「住民票の写し」（日本国籍以外の国籍を有する者は，「住民票の写し」及び在留カードの

写し）

（ ）出身高等学校等の卒業（修了）証明書

（ ）その他必要書類

第２８条 保証人は，日本国内に居住し，一家計を立てる成年者で，入学者の学費と一身上に関する一切の責任を負うこ

とができる者で，原則として父母とする。ただし，日本国籍を有さない者については，国外に居住する者でも許可する。

第２９条 本学を卒業又は中途退学し，再び入学しようとする者については，別に定める。

第３０条 他の大学等（外国の大学，短期大学等を含む。）から本学に編入学を希望する者については，選考によって入

学を許可することができる。

２ 編入学者に関する事項については，別に定める。

第３１条 他学部，他学科への転部科を希望する者については，選考によって許可することができる。

２ 転部科に関する事項は別に定める。

第３２条 病気その他のやむを得ない理由で休学しようとする者は，その理由を詳記した休学願を提出し，学長の許可を

受けなければならない。この場合において，病気のために休学する者は，医師の診断書を添えなければならない。

２ 休学の期間は，１学期又は１学年を区分とし，連続２年，通算４年を超えることができない。

３ 許可された休学期間が満了した場合は，復学となる。ただし，病気によって休学の許可を受けた者は，医師の診断書

を添えた所定の復学届を提出しなければならない。

４ 休学期間中に休学の事由がやみ，復学しようとする者は，所定の復学届を提出しなければならない。

第３３条 本学との間に協定がある国外大学か，又は学長が許可した学位授与権をもつ国外大学に留学を希望する者があ

る場合，審査の上，本人の教育上有益であると認められたときは，これを許可することができる。

２ 留学に関する事項は別に定める。

３ 留学期間中に修得した単位の換算及び認定については別に定める。

第３４条 本学が教育上有益と認めるときは，在学中に他の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修

得した単位（留学中に修得した単位を含む。）及び文部科学大臣が別に定める学修のうち，本学の授業科目に相当する

と認められる単位を，４０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。

２ 本学が教育上有益と認めるときは，本学へ入学前に大学若しくは短期大学等において履修した授業科目について修得

した単位及び文部科学大臣が別に定める学修のうち，本学の授業科目に相当すると認められる単位を，編入学の場合を

除き，３０単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。

３ 前２項により，本学において修得したものとみなすことができる単位は，６０単位を超えないものとする。

４ 第１項及び第２項において，上智社会福祉専門学校において修得した単位を本学において修得したものとみなすこと

ができる。

─ ─

５ 他の大学及び短期大学等並びに上智社会福祉専門学校での履修及び修得した単位の認定については別に定める。

第３８条 本学に在学する年数は，８年を超えることができない。

２ 前項の在学年数には，休学期間を含まないものとする。

第３９条 退学しようとする者は，所定の様式による退学願を学生証とともに提出し，学長の許可を受けなければならな

い。

２ 退学を願い出る者は，その時期までの授業料等を完納しなければならない。

第４０条 連続する２か年において，学部学科が指定する授業科目を含む３２単位以上を修得できない者については，学

長が退学を決定する。

第９章 履修及び登録

第４１条 全学共通科目については，体育２単位を必修とし，合計２６単位を修得しなければならない。

２ 第１項にかかわらず，総合人間科学部看護学科にあっては，外国語８単位，及び体育２単位を必修とし，合計３０単

位を修得しなければならない。

３ 第１項にかかわらず，文学部英文学科，外国語学部英語学科及び国際教養学部にあっては，体育２単位を必修とし，

合計２２単位を修得しなければならない。

４ 全学共通科目は，必修単位を除き，学科により教育上必要があるときは，学長の決定により，学科科目の単位に充当

することができる。ただし，国際教養学部を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を１２単位とする。

５ 学科科目のうち，所定の学科科目については，全学共通科目（必修を除く）の単位に充当することができる。ただし，

国際教養学部を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を４単位とする。

第４１条の２ 語学科目は，外国語（英語）４単位を必修とする。ただし，文学部英文学科，外国語学部英語学科及び国

際教養学部にあっては，外国語８単位を必修とする。

２ 語学科目は，必修単位を除き，全学共通科目（必修を除く）の単位に充当することができる。ただし，国際教養学部

を除く学部にあっては，充当できる単位の上限を８単位とする。

３ 語学科目は，必修単位を除き，学科により教育上必要があるときは，学長の決定により，学科科目の単位に充当する

ことができる。

４ 第１項から第３項については，総合人間科学部看護学科には適用しない。

第４１条の３ 学科により教育上必要があるときは，大学院研究科が指定した科目の範囲内で，別に定めるところにより

大学院開設科目の履修を認めることがある。この場合において，当該科目の修得単位は卒業に必要な単位としては算入

できないものとする。

第４２条 学科科目については，各学科所定の最低基準以上の単位を修得しなければならない。

２ 前項の最低基準は，必修科目及び選択科目をあわせて９４単位以上でなければならない。

３ 前項の科目のうち，各学科所定の範囲内における単位を，他学科で開講される学科科目の単位で代えることができる。

第４５条 教員の資格を得ようとする者は，教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）にのっとり，別に定める教職課程所定の科目を履修し，その単位を修得しなければな

らない。

２ 本学の学部，学科において取得できる教育職員免許状の種類は，別表第２ 略 の定めるところによる。

第４６条 教職に関する科目の単位（ただし，教育実習を除く。）は，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，学

科科目における選択科目の単位として計算することができる。

第４７条 学芸員の資格を得ようとする者は，別に定める学芸員課程所定の科目を履修し，その単位を修得しなければな

らない。

２ 学芸員に関する科目の単位（ただし，博物館実習を除く。）は，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，学科

科目における選択科目の単位として計算することができる。

第４９条 卒業論文については，あらかじめ各学部学科の定めるところに従い，期日までに提出しなければならない。

第５０条 履修しようとする授業科目は，所定の期間に登録しなければならない。
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第１０章 試験及び卒業

第５２条 定期試験は大学が定める期間に行う。

第５４条 病気その他やむをえない事情で定期試験を受けることができなかったと認められる者は，別に定める追試験料

を納付の上，追試験を受けることができる。

第５５条 授業科目の成績評価は，上位よりＡ（１００～９０点），Ｂ（８９～８０点），Ｃ（７９～７０点），Ｄ（６

９～６０点），Ｆ（５９点以下），Ｐ，Ｘ，Ｉの評語をもって表示し，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｐを合格，Ｆ及びＸを不合格，

Ｉを評価保留とする。

２ 前項にかかわらず，履修中止科目をＷ，認定科目をＮと表示する。

３ 第１項の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として，総合平均点（いわゆるＧｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ

Ａｖｅｒａｇｅに相当するもの。以下「ＧＰＡ」という。）を用いる。

４ 前項に定めるＧＰＡは，成績評価のうち，Ａにつき４．０，Ｂにつき３．０，Ｃにつき２．０，Ｄにつき１．０，Ｆ

につき０をそれぞれ評価点として与え，各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を，登録科目（Ｗ，Ｎ，

Ｐ，Ｘ，Ｉとして表示された科目を除く）の総単位数で除して算出する。

第５７条 第１３条に定める修業年限を満たし，卒業に必要な所定の授業科目の単位を修得した者については，学長が卒

業を認定する。

２ 卒業の期日は，毎年３月３１日又は９月２０日とする。

３ 卒業に必要な単位は，１２４単位を下限として，学部学科別に次のとおりとする。 略

第５７条の２ 本学に３年以上在学し，前条第１項に定める単位を修得し，かつ当該単位を優秀な成績をもって修得し

た者が第１３条に定める修業年限に満たない卒業（以下，「早期卒業」という）を希望する場合は，学長が卒業を認

定することができる。

２ 早期卒業の有無及び早期卒業に関し必要な事項は，学部ないし学科ごとに別に定める。

３ 前条第２項は，早期卒業についてもこれを準用する。

第５８条 学長は，前２条の規定により卒業を認定した者に対し，学士の学位を授与する。

２ 学位には学部学科別に次の専攻分野 略 の名称を付記する。

第１１章 賞罰

第５９条 人物及び学術優秀な学生は，選考によって学長が授賞する。

第６０条 本学学生としてその本分に反した行為があったと認められたときは，その軽重に従い，退学，停学又は訓告処

分とする。

２ 前項の処分は，学長が行う。

第６１条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長の決定により退学させる。

（ ）著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者

（ ）学内の秩序を乱した者

（ ）大学の名誉を著しく毀損した者

（ ）その他本学に在学させることが不適当と認められた者

第１２章 納付金及び授業料等

第６２条 第２７条に定める入学に必要な納付金は，別表第３ 略 のとおりとする。

第６３条 学生は，別表第３ 略 の授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。ただし，所定の手続きに

よって分納することができる。

第６４条 前条の授業料等納付金を所定の期日までに納付しない者は，退学させる。

第６５条 休学，留学等の授業料等納付金については，別表第３ 略 のとおりとする。

第６６条 既納の授業料等諸納付金は，返還しない。

─ ─

第１３章 奨学

第６７条 本学は，学資金を給与又は貸与し，若しくは授業料の全額又は一部を免除することがある。

２ 奨学制度に関する事項は，別に定める。

第６８条 在学生及び卒業生から選抜した者を奨学生として海外に留学させることがある。

第１４章 交換留学生，特別聴講生，科目等履修生及び聴講生

第６９条 本学は，国外大学との学生交流協定に基づき，交換留学生の受入を許可することができる。

第７０条 本学は，国内大学との単位互換協定に基づき，特別聴講生の受入を許可することができる。

第７１条 本学は，本学に在学する者以外で一又は複数の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）の受

入を許可し，単位を与えることができる。

２ 科目等履修生の受入許可及び単位の付与については，別に定める。

第７２条 本学所定の授業科目中一又は複数の授業科目の聴講を願い出る者があるときは，一般の授業に支障のない場合

に限り選考の上，聴講生として聴講を許可することができる。

２ 聴講に関する事項は，別に定める。

第１６章 学生の生活指導と課程外教育及び健康管理

第７７条 本学は，学生の個人及び集団の生活指導と課程外の教育とのための諸機関を設ける。

第７８条 本学は，学生及び教職員の健康を管理するため保健センターを置く。

２ 保健センターに関する事項は，別に定める。

第７９条 学生は，学年ごとに保健センターにおいて健康診断を受けなければならない。

第８０条 学生は，傷病の際，保健センターを利用することができる。

第１７章 学生寮

第８１条 本学は，本学の教育理念にのっとり，共同生活を通じ学生を訓育するため，附属学生寮を置く。

２ 学生寮に関する事項は，別に定める。

第１８章 公開講座及び各種講習会等

第８２条 本学は，文化向上，成人教育その他の諸研究教育活動のために，公開講座，講習会等を開設することができる。

２ 前項に関する事項は，別に定める。

第１９章 助産学専攻科

（設置）

第８３条 本学に，助産学専攻科（以下「専攻科」という。）を置く。

（目的･資格）

第８４条 専攻科は，本学教育理念のもと，４年制大学における看護基礎教育の上に，助産に関する最新の知識と技術を

教授，研究し，もって母子保健の発展向上に寄与することのできる助産師を育成することを目的とする。

２ 専攻科において取得できる資格は次のとおりとする。

助産師国家試験受験資格

（学生定員）
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第１０章 試験及び卒業

第５２条 定期試験は大学が定める期間に行う。

第５４条 病気その他やむをえない事情で定期試験を受けることができなかったと認められる者は，別に定める追試験料

を納付の上，追試験を受けることができる。

第５５条 授業科目の成績評価は，上位よりＡ（１００～９０点），Ｂ（８９～８０点），Ｃ（７９～７０点），Ｄ（６

９～６０点），Ｆ（５９点以下），Ｐ，Ｘ，Ｉの評語をもって表示し，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｐを合格，Ｆ及びＸを不合格，

Ｉを評価保留とする。

２ 前項にかかわらず，履修中止科目をＷ，認定科目をＮと表示する。

３ 第１項の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として，総合平均点（いわゆるＧｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ

Ａｖｅｒａｇｅに相当するもの。以下「ＧＰＡ」という。）を用いる。

４ 前項に定めるＧＰＡは，成績評価のうち，Ａにつき４．０，Ｂにつき３．０，Ｃにつき２．０，Ｄにつき１．０，Ｆ

につき０をそれぞれ評価点として与え，各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を，登録科目（Ｗ，Ｎ，

Ｐ，Ｘ，Ｉとして表示された科目を除く）の総単位数で除して算出する。

第５７条 第１３条に定める修業年限を満たし，卒業に必要な所定の授業科目の単位を修得した者については，学長が卒

業を認定する。

２ 卒業の期日は，毎年３月３１日又は９月２０日とする。

３ 卒業に必要な単位は，１２４単位を下限として，学部学科別に次のとおりとする。 略

第５７条の２ 本学に３年以上在学し，前条第１項に定める単位を修得し，かつ当該単位を優秀な成績をもって修得し

た者が第１３条に定める修業年限に満たない卒業（以下，「早期卒業」という）を希望する場合は，学長が卒業を認

定することができる。

２ 早期卒業の有無及び早期卒業に関し必要な事項は，学部ないし学科ごとに別に定める。

３ 前条第２項は，早期卒業についてもこれを準用する。

第５８条 学長は，前２条の規定により卒業を認定した者に対し，学士の学位を授与する。

２ 学位には学部学科別に次の専攻分野 略 の名称を付記する。

第１１章 賞罰

第５９条 人物及び学術優秀な学生は，選考によって学長が授賞する。

第６０条 本学学生としてその本分に反した行為があったと認められたときは，その軽重に従い，退学，停学又は訓告処

分とする。

２ 前項の処分は，学長が行う。

第６１条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長の決定により退学させる。

（ ）著しく性行不良で改善の見込みがないと認められた者

（ ）学内の秩序を乱した者

（ ）大学の名誉を著しく毀損した者

（ ）その他本学に在学させることが不適当と認められた者

第１２章 納付金及び授業料等

第６２条 第２７条に定める入学に必要な納付金は，別表第３ 略 のとおりとする。

第６３条 学生は，別表第３ 略 の授業料等納付金を所定の期限内に全納しなければならない。ただし，所定の手続きに

よって分納することができる。

第６４条 前条の授業料等納付金を所定の期日までに納付しない者は，退学させる。

第６５条 休学，留学等の授業料等納付金については，別表第３ 略 のとおりとする。

第６６条 既納の授業料等諸納付金は，返還しない。
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第１３章 奨学

第６７条 本学は，学資金を給与又は貸与し，若しくは授業料の全額又は一部を免除することがある。

２ 奨学制度に関する事項は，別に定める。

第６８条 在学生及び卒業生から選抜した者を奨学生として海外に留学させることがある。

第１４章 交換留学生，特別聴講生，科目等履修生及び聴講生

第６９条 本学は，国外大学との学生交流協定に基づき，交換留学生の受入を許可することができる。

第７０条 本学は，国内大学との単位互換協定に基づき，特別聴講生の受入を許可することができる。

第７１条 本学は，本学に在学する者以外で一又は複数の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）の受

入を許可し，単位を与えることができる。

２ 科目等履修生の受入許可及び単位の付与については，別に定める。

第７２条 本学所定の授業科目中一又は複数の授業科目の聴講を願い出る者があるときは，一般の授業に支障のない場合

に限り選考の上，聴講生として聴講を許可することができる。

２ 聴講に関する事項は，別に定める。

第１６章 学生の生活指導と課程外教育及び健康管理

第７７条 本学は，学生の個人及び集団の生活指導と課程外の教育とのための諸機関を設ける。

第７８条 本学は，学生及び教職員の健康を管理するため保健センターを置く。

２ 保健センターに関する事項は，別に定める。

第７９条 学生は，学年ごとに保健センターにおいて健康診断を受けなければならない。

第８０条 学生は，傷病の際，保健センターを利用することができる。

第１７章 学生寮

第８１条 本学は，本学の教育理念にのっとり，共同生活を通じ学生を訓育するため，附属学生寮を置く。

２ 学生寮に関する事項は，別に定める。

第１８章 公開講座及び各種講習会等

第８２条 本学は，文化向上，成人教育その他の諸研究教育活動のために，公開講座，講習会等を開設することができる。

２ 前項に関する事項は，別に定める。

第１９章 助産学専攻科

（設置）

第８３条 本学に，助産学専攻科（以下「専攻科」という。）を置く。

（目的･資格）

第８４条 専攻科は，本学教育理念のもと，４年制大学における看護基礎教育の上に，助産に関する最新の知識と技術を

教授，研究し，もって母子保健の発展向上に寄与することのできる助産師を育成することを目的とする。

２ 専攻科において取得できる資格は次のとおりとする。

助産師国家試験受験資格

（学生定員）
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第８５条 専攻科の学生定員は，次のとおりとする。

入学定員 １０名

収容定員 １０名

（専攻科主任）

第８６条 専攻科に専攻科主任を置く。

（修業年限）

第８７条 専攻科の修業年限は，１年とする。

（在学年限）

第８８条 専攻科学生は，２年を超えて在学することはできない。

（入学資格）

第８９条 専攻科に入学することができる者は，看護師資格を有するまたは看護師国家試験受験資格を有する者で，次の

各号の一に該当する者とする。

（１）大学を卒業した者

（２）学士の学位を授与された者

（３）外国において，学校教育における１６年の課程を修了した者

（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

１６年の課程を修了した者

（５）我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

（６）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）

で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

（７）文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号）

（入学の出願）

第９０条 入学を志願する者は，指定の期日までに入学検定料を納付し，本学所定の書類を提出しなければならない。提

出の時期，方法，提出すべき書類等については別に定める。

２ 既納の入学検定料は，返還しない。

（入学手続き及び入学許可）

第９１条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに誓約書その他本学所定の書類を提出するととも

に，入学に必要な所定の納付金を納めなければならない。

（教育課程及び履修方法）

第９２条 専攻科の授業科目及びその単位数並びに履修方法については，別に定める。

（休学期間）

第９３条 専攻科の休学期間は，１年を超えることはできない。

２ 休学期間は，第８８条の在学年限に算入しない。

（修了）

第９４条 本学の専攻科に１年以上在学し，別に定めるところにより３４単位以上を修得した学生については，教授会の

議を経て，学長が修了を認定する。

２ 学長は，前項の規定により修了を認定された者に，修了証書を授与する。

３ 修了の期日は，毎年３月３１日とする。

（専攻科の入学金，授業料その他の費用）

第９５条 第９１条に定める入学に必要な納付金は学則別表第３ 略 のとおりとする。

（規定の準用）

第９６条 専攻科に関し本章に定めるもののほか次の規定を準用する。

１４条，１５条，１７条，２０条，２２条，第２３条，第２８条，第３２条１項，３項，４項，第３９条，５０条から

５５条，第１１章，６３条から６７条，１６章，１７章。

─ ─

第２０章 雑則

第９７条 本学則に掲げる諸条項を実施するに当たり，必要ある場合は，細則を別に定めることができる。

附 則

１ 本学則は，２０１６年（平成２８年）４月１日から改正，施行する。

２ この改正前の学生に係わる第５７条の適用については，なお従前の例による。

〔収容定員の変更〕

〔学部学科別卒業所要単位表改正〕

〔学費改定〕

〔授業科目の編成を別に定めることに伴う別表第２の削除並びに別表第３及び第４の繰上げ〕

別表第１～第３ 略
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─ ─
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２ 既納の入学検定料は，返還しない。

（入学手続き及び入学許可）

第９１条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに誓約書その他本学所定の書類を提出するととも

に，入学に必要な所定の納付金を納めなければならない。
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第９２条 専攻科の授業科目及びその単位数並びに履修方法については，別に定める。

（休学期間）

第９３条 専攻科の休学期間は，１年を超えることはできない。

２ 休学期間は，第８８条の在学年限に算入しない。

（修了）

第９４条 本学の専攻科に１年以上在学し，別に定めるところにより３４単位以上を修得した学生については，教授会の

議を経て，学長が修了を認定する。

２ 学長は，前項の規定により修了を認定された者に，修了証書を授与する。

３ 修了の期日は，毎年３月３１日とする。

（専攻科の入学金，授業料その他の費用）

第９５条 第９１条に定める入学に必要な納付金は学則別表第３ 略 のとおりとする。

（規定の準用）

第９６条 専攻科に関し本章に定めるもののほか次の規定を準用する。

１４条，１５条，１７条，２０条，２２条，第２３条，第２８条，第３２条１項，３項，４項，第３９条，５０条から

５５条，第１１章，６３条から６７条，１６章，１７章。

─ ─

第２０章 雑則

第９７条 本学則に掲げる諸条項を実施するに当たり，必要ある場合は，細則を別に定めることができる。

附 則

１ 本学則は，２０１６年（平成２８年）４月１日から改正，施行する。

２ この改正前の学生に係わる第５７条の適用については，なお従前の例による。

〔収容定員の変更〕
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△上智大学キャンパス所在地△

○四谷キャンパス

学事センター

〒 東京都千代田区紀尾井町 番 号

☎ （教務担当）

☎ （学籍・証明書担当）

☎ （学費担当）

○市谷キャンパス

〒 東京都千代田区四番町

☎

○石神井キャンパス

〒 東京都練馬区上石神井 丁目 番 号

☎

○秦野キャンパス 上智大学短期大学部

〒 神奈川県秦野市上大槻山王台

☎

○目白聖母キャンパス

〒 東京都新宿区下落合 丁目 番 号

☎

年度 上智大学大学院履修要綱

年 月 日発行

編集・発行 上智大学学事センター

東京都千代田区紀尾井町 番 号

〒 電話

印 刷 株式会社栄光舎


	２０１６年度大学院行事予定表



